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点
が
あ
る
が
、
と
り
わ
け
物
権
変
動
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
①
物
権
行
為
概
念
を
承
認
し
、
②
外
部
的
に
認
識
可
能
な
特

定
の
形
式
︵
登
記
又
は
引
渡
し
︶
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
物
権
が
変
動
す
る
、
と
い
う
物
権
変
動
準
則
を
採
用
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︵
形
式
主
義
　1
︶。
と
く
に
不
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
、
か
か
る
物
権
変
動
準
則
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
罰

そ
の
他
の
強
制
手
段
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
不
動
産
物
権
に
つ
い
て
の
真
実
の
権
利
関
係
を
完
全
に

︵vollständig
︶
登
記
簿
上
に
再
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
　2
。

　

物
権
行
為
︵
あ
る
い
は
物
権
契
約
︶
は
、
直
接
に
物
権
の
変
動
の
み
を
目
的
と
し
た
、
一
方
当
事
者
の
﹁
権
利
変
動
の
意

思
﹂
と
他
方
当
事
者
の
﹁
権
利
取
得
の
意
思
﹂
が
合
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
物
権
契
約
と
し
て
の
物
権
的
合
意

︵Einigung

︶　3
と
物
権
変
動
の
形
式
と
し
て
の
登
記
又
は
引
渡
し
か
ら
構
成
さ
れ
る
　4
。
と
く
に
登
記
の
場
合
、
物
権
的
合
意
に

後
れ
て
、
つ
ま
り
時
を
異
に
し
て
行
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
意
思
的
要
素
と
事
実
的
要
素
︵
物
権
変
動

意
思
の
告
知
作
用
︶
の
二
要
素
が
備
わ
っ
た
時
に
は
じ
め
て
物
権
変
動
が
生
じ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
　5
。
ま
た
、
物
権
行
為
は
、

売
買
契
約
な
ど
単
に
債
権
債
務
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
効
果
の
み
を
有
す
る
債
権
行
為
︵
あ
る
い
は
債
権
契
約
︶
と
は
厳
格
に
区

別
さ
れ
︵Trennungsprinzip

︶　6
、
さ
ら
に
物
権
変
動
の
原
因
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
債
権
行
為
が
無
効
又
は
取
り
消

さ
れ
て
も
、
原
則
と
し
て
物
権
変
動
の
有
効
性
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
︵A

bstraktionsprinzip

︶　7
。
こ
れ
ら
の
原
則
に
よ

り
、
処
分
行
為
た
る
物
権
行
為
に
絶
対
的
な
物
権
変
動
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
物
権
変
動
の
法
的
安
定
性
及

び
明
確
性
を
確
保
す
る
と
い
う
目
的
が
達
成
さ
れ
る
　8
。
他
方
で
、
物
権
行
為
が
物
権
変
動
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は

い
え
、
意
思
表
示
を
要
素
と
し
た
法
律
行
為
あ
る
い
は
契
約
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
物
権
的
合
意
に
つ
き
法
律
行
為
及
び
契
約
に

関
す
る
民
法
総
則
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
債
権
契
約
と
は
別
個
独
立
の
存
在
を
有

す
る
も
の
の
、
物
権
法
上
の
特
別
規
定
が
な
い
限
り
、
物
権
行
為
に
対
し
て
も
民
法
総
則
の
規
定
が
当
然
に
適
用
さ
れ
　9
、
そ

の
結
果
、
債
権
行
為
に
連
動
し
て
物
権
行
為
も
無
効
・
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︵Fehleridentität

︶　10
。
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⑵　

不
動
産
物
権
変
動

ア　

前
提

　

ド
イ
ツ
民
法
は
、
物
︵Sachen

︶
を
動
産
と
不
動
産
に
区
別
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
物
権
法
上
の
規
定
に
は
動
産
に
も
不
動

産
に
も
共
通
に
適
用
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
両
者
で
そ
の
扱
い
を
異
に
す
る
規
定
も
多
い
。
そ
の
典
型
例
が
物
権
変
動
法
で

あ
り
、
動
産
物
権
変
動
と
不
動
産
物
権
変
動
は
ま
っ
た
く
異
な
る
条
文
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
　11
。
以
下
で
は
、
ま
ず
不

動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
物
権
変
動
法
を
考
察
す
る
の
に
先
立
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
二
点
あ
る
。

そ
の
第
一
点
目
は
、
不
動
産
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
安
易
に
﹁
不
動
産
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
き
た
が
、
日
本

法
が
土
地
と
建
物
を
別
個
独
立
の
不
動
産
と
扱
う
が
ゆ
え
に
、
不
動
産
と
言
え
ば
、
土
地
と
建
物
と
い
う
二
つ
の
対
象
を
想
定

す
る
の
に
対
し
て
　12
、
ド
イ
ツ
法
で
は
そ
の
よ
う
な
扱
い
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
実

際
に
、
不
動
産
物
権
変
動
の
一
般
規
定
と
さ
れ
る
物
権
編
第
二
章
の
見
出
し
は
﹁
土
地

0

0

を
目
的
と
す
る
諸
権
利
に
関
す
る
一
般

規
定
︵A

llgem
eine Vorschriften über R

echte an G
rundstücken

︶﹂
と
さ
れ
て
お
り
、
要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
﹁
土0

地0

物
権
変
動
﹂
と
表
現
す
る
の
が
よ
り
正
確
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
土
地
と
建
物
の
関
係
、
と
り
わ
け
建
物
の

法
的
処
遇
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
く
　13
。

　

あ
る
物
に
は
物
の
本
質
的
構
成
部
分
　14
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
る
た
め
︵
ド
イ
ツ
民
法
典
九
三
条
。
以
下
、
独
民
と
略
記
︶、

あ
る
物
の
所
有
者
で
あ
れ
ば
、
当
然
に
そ
の
物
の
本
質
的
構
成
部
分
の
所
有
者
に
も
な
る
。
土
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
に
定
着

し
た
す
べ
て
の
物
が
土
地
の
本
質
的
構
成
部
分
と
な
り
、
そ
の
典
型
例
と
し
て
建
物
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
独
民
九
四
条
一
項
︶。

要
す
る
に
、
建
物
は
土
地
の
本
質
的
構
成
部
分
で
あ
る
た
め
独
立
し
た
権
利
の
客
体
と
は
な
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
土
地
の
所
有

権
は
当
然
に
建
物
に
も
及
び
、
土
地
所
有
権
と
別
個
独
立
の
建
物
所
有
権
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
土
地
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所
有
権
を
温
存
し
、
建
物
だ
け
を
譲
渡
す
る
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
場
合
、
敷
地
た
る
土
地
に
地
上
権

︵Erbbaurecht

︶
が
設
定
さ
れ
、
こ
の
地
上
権
の
譲
渡
を
通
じ
て
建
物
が
譲
渡
さ
れ
る
　15
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も

や
は
り
、
建
物
は
地
上
権
の
本
質
的
構
成
部
分
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
、
法
律
上
、
建
物
所
有
権
が
取
引
の
客
体
に
な
る
こ
と

は
な
い
　16
。

　

第
二
点
目
は
、﹁
物
権
的
合
意
＋
形
式
﹂
と
い
う
物
権
変
動
準
則
は
、
法
律
行
為
に
よ
る
物
権
変
動
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
物
権
的
合
意
が
物
権
変
動
に
関
す
る
意
思
の
合
致
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ

り
、
不
動
産
物
権
変
動
で
あ
れ
ば
、
所
有
権
譲
渡
︵
独
民
八
七
三
条
一
項
・
九
二
五
条
︶、
担
保
権
の
設
定
及
び
移
転
︵
八
七
三

条
一
項
︶、
制
限
物
権
に
対
す
る
担
保
権
の
設
定
︵
八
七
三
条
一
項
︶、
権
利
内
容
の
変
更
︵
八
七
七
条
︶、
権
利
の
放
棄
︵
八
七
五

条
・
八
七
六
条
︶　17
に
つ
き
、
物
権
的
合
意
＋
登
記
を
要
す
る
こ
と
に
な
り
、
動
産
物
権
変
動
で
あ
れ
ば
、
所
有
権
譲
渡
︵
九
二
九

条
︶、
用
益
権
の
設
定
︵
一
〇
三
二
条
︶、
質
権
の
設
定
︵
一
二
〇
五
条
︶
に
つ
き
物
権
的
合
意
に
物
の
引
渡
し
を
要
す
る
こ
と

に
な
る
。
他
方
、
法
律
行
為
に
よ
ら
な
い
物
権
変
動
、
例
え
ば
、
法
律
の
規
定
に
よ
る
場
合
︵
相
続
︶　18
、
行
政
機
関
の
行
為

の
場
合
︵
公
用
徴
収
︶、
裁
判
所
の
行
為
の
場
合
︵
競
売
︶、
事
実
行
為
に
よ
る
場
合
︵
付
合
な
ど
︶
に
つ
い
て
は
、
登
記
・
引

渡
し
が
伴
わ
な
く
て
も
物
権
変
動
が
当
然
に
生
じ
る
　19
。

イ　

債
権
行
為

　

債
務
設
定
行
為
と
も
呼
ば
れ
る
債
権
行
為
は
、
あ
る
者
が
相
手
方
に
対
し
て
、
拘
束
力
を
も
っ
て
一
定
の
行
為
を
す
る
又
は

し
な
い
こ
と
の
意
欲
が
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
　20
。
そ
れ
ゆ
え
そ
の
効
果
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
給
付
義
務

及
び
債
権
債
務
関
係
の
発
生
で
し
か
な
く
、
債
権
行
為
に
よ
っ
て
物
権
変
動
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。

　

他
方
で
、
何
の
根
拠
︵
原
因
︶
も
な
し
に
他
人
に
物
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
売
買
契
約
等
の
債
権
行

為
が
物
権
変
動
の
原
因
を
構
成
す
る
の
で
、
通
常
は
物
権
変
動
に
つ
き
債
権
行
為
が
伴
う
も
の
で
あ
る
　21
。
と
こ
ろ
が
、
物
権
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行
為
の
分
離
・
無
因
主
義
に
よ
り
、
極
論
す
れ
ば
、
物
権
行
為
さ
え
存
在
す
れ
ば
債
権
行
為
が
な
く
て
も
物
権
変
動
自
体
は
生

じ
る
と
考
え
る
の
が
ド
イ
ツ
法
の
特
徴
で
あ
る
　22
。

　

ド
イ
ツ
民
法
に
お
い
て
は
、
契
約
締
結
に
際
し
て
形
式
を
要
求
し
な
い
。
つ
ま
り
、
口
頭
で
締
結
さ
れ
た
契
約
で
あ
っ
て
も

有
効
に
拘
束
力
を
生
ず
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
︵
形
式
自
由
の
原
則
︶、
独
民
三
一
一
ｂ
条
は
、
い
く
つ
か
の
契
約
類
型
に
つ

き
一
定
の
形
式
を
備
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
同
条
一
項
一
文
に
よ
れ
ば
、﹁
契
約
の
一
方
当
事
者
に
土
地
所
有
権
を
移
転
し
、

又
は
そ
の
取
得
を
義
務
付
け
る
契
約
﹂
す
な
わ
ち
土
地
の
売
買
契
約
締
結
に
つ
き
公
正
証
書
の
作
成
が
要
求
さ
れ
て
い
る
︵
要

式
契
約
︶。

　

契
約
締
結
に
際
し
て
形
式
を
伴
わ
せ
る
の
は
、
契
約
が
い
か
な
る
内
容
で
成
立
し
た
か
を
明
確
に
し
、
契
約
が
確
か
に
存
在

す
る
こ
と
の
証
拠
と
す
る
こ
と
︵
証
拠
保
全
︶、
そ
し
て
軽
率
な
契
約
締
結
か
ら
当
事
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
　23
。

さ
ら
に
公
正
証
書
の
作
成
ま
で
要
求
す
る
こ
と
で
、
上
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
公
証
人
が
公
正
証
書
の
作

成
を
通
じ
て
契
約
締
結
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
の
真
の
意
思
を
探
求
し
、
法
的
な
状
況
を
説
明
し
、
取
引
の
法
的

範
囲
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
な
ど
し
て
助
言
・
教
示
す
る
こ
と
で
　24
、
契
約
の
有
効
性
を
確
保
し
、
取
引
上
の
事
故
を
未

然
に
防
止
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
　25
。

ウ　

不
動
産
物
権
変
動
の
一
般
準
則

　

不
動
産
物
権
　26
の
変
動
す
な
わ
ち
設
定
、
移
転
及
び
内
容
変
更
の
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
物
権
的
合
意
と
土
地
登
記
簿
へ

の
登
記
を
要
し
︵
独
民
八
七
三
条
︶、
換
言
す
れ
ば
、
法
律
行
為
に
よ
る
不
動
産
物
権
変
動
の
す
べ
て
に
つ
い
て
登
記
を
効
力

要
件
と
し
︵
登
記
主
義
︶　27
、
不
動
産
の
引
渡
し
は
法
的
に
は
全
く
意
味
を
持
た
な
い
。
な
お
、
土
地
所
有
権
の
譲
渡
等
に
つ

い
て
は
特
則
︵
独
民
九
二
五
条
︶
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
後
述
す
る
。

　

物
権
的
合
意
は
、
土
地
所
有
権
の
譲
渡
の
場
合
︵
独
民
九
二
五
条
二
項
︶
を
除
き
、
条
件
・
期
限
を
付
す
こ
と
が
で
き
、
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証
書
作
成
等
の
形
式
を
要
せ
ず
、
公
証
人
等
の
法
律
専
門
職
の
関
与
な
く
有
効
に
成
立
し
う
る
。
た
だ
し
、
登
記
申
請
時
に
は

登
記
義
務
者
︵B

etroffener

︶
に
よ
る
登
記
許
諾
書
︵Eintragungsbew

illigung

︶　28
を
提
出
せ
し
め
︵
独
不
登
法
一
九
条
︶、
こ

れ
を
公
正
証
書
又
は
公
的
に
認
証
さ
れ
た
証
書
　29
に
よ
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
︵
独
不
登
法
二
九
条
一
項
一

文
︶。
こ
の
段
階
で
初
め
て
公
証
人
が
物
権
変
動
過
程
に
関
与
す
る
が
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
登
記
の
真
実
性
を
確
保
す
る
こ
と

に
資
す
る
の
で
あ
り
　30
、
当
事
者
の
物
権
的
合
意
を
確
か
な
も
の
に
す
る
も
の
で
は
な
い
　31
。
そ
こ
で
、
物
権
的
合
意
が
な
い

の
に
登
記
許
諾
に
基
づ
い
て
登
記
さ
れ
た
場
合
に
は
、
物
権
変
動
は
生
じ
ず
、
登
記
も
無
効
と
な
る
が
、
物
権
的
合
意
が
あ
れ

ば
、
登
記
法
上
の
要
件
が
充
足
し
て
い
な
く
て
も
、
物
権
変
動
は
有
効
に
生
じ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
物
権
変
動
が
生
じ
る
か

否
か
は
、
民
法
上
の
要
件
で
あ
る
﹁
物
権
的
合
意
＋
登
記
﹂
の
有
無
に
か
か
っ
て
お
り
、
登
記
法
上
の
有
効
要
件
充
足
の
如
何

は
物
権
変
動
に
影
響
を
与
え
な
い
　32
。

　

物
権
的
合
意
は
、
登
記
に
よ
る
物
権
行
為
の
完
了
に
至
る
ま
で
自
由
に
撤
回
で
き
る
が
　33
、
債
務
不
履
行
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
る
。
物
権
的
合
意
後
に
譲
渡
人
に
破
産
手
続
き
が
開
始
し
た
場
合
、
目
的
物
が
差
押
え
ら
れ
た
場
合
、
譲
渡
人
は
処
分
制

限
を
受
け
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
物
権
的
合
意
が
拘
束
力
を
持
ち
︵
独
民
八
七
三
条
二
項
︶、
す
で
に
登
記
申
請
が
さ
れ
て

い
た
場
合
に
は
、
物
権
変
動
は
妨
げ
ら
れ
な
い
︵
八
七
八
条
︶。

エ　

土
地
所
有
権
の
譲
渡
　34
の
特
則

　

土
地
所
有
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
も
、
物
権
的
合
意
及
び
登
記
が
要
件
と
な
り
、
登
記
時
に
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
独
民
九
二
五
条
一
項
は
、
物
権
的
合
意
に
つ
き
、
内
容
的
に
は
八
七
三
条
所
定
の
合
意
と
変
わ
り
は
な
い
け
れ
ど
も
、
よ

り
厳
格
な
方
式
を
要
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
れ
を
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
︵A

uflassung

︶
と
呼
び
、
八
七
三
条
の
物
権
的

合
意
と
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
﹁
よ
り
厳
格
な
方
式
﹂
と
は
、
譲
渡
の
両
当
事
者
︵
本
人
又
は
代
理
人
︶
が
公
証
人
又
は
裁
判

所
　35
の
面
前
に
同
時
出
頭
し
　36
、
所
有
権
譲
渡
の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
︵
同
条
一
項
一
文
︶。
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ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
は
、
ド
イ
ツ
古
法
時
代
に
固
有
に
発
展
し
た
儀
式
的
︵feierlich

︶
か
つ
象
徴
的
な
権
利
移
転
方
法
︵
ゲ

ヴ
ェ
ー
レ
の
取
得
方
法
︶
に
起
源
を
有
す
る
。
は
じ
め
は
譲
渡
対
象
の
土
地
上
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
簡
便
化
さ
れ
て
教

会
や
裁
判
所
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
と
く
に
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
︵
裁
判
上
の
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
　37
︶、

譲
渡
の
当
事
者
は
、
実
際
に
は
法
律
上
の
争
い
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
を
行
う
た
め
だ
け
の
仮
装
訴

訟
を
提
起
し
て
　38
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
の
判
決
を
取
り
、
こ
の
判
決
書
面
を
も
っ
て
所
有
権
移
転
の
証
拠
︵
不
可
争
の
文
書
︶

と
し
た
　39
。
ド
イ
ツ
の
登
記
所
が
区
裁
判
所
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
の
所
以
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

条
件
付
又
は
期
限
付
所
有
権
取
得
を
排
除
す
る
た
め
、
条
件
や
期
限
を
付
し
た
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
は
、
無
効
と
さ
れ
る

︵
独
民
九
二
五
条
二
項
︶。
た
だ
し
、
実
務
で
は
、
代
金
債
権
担
保
の
た
め
に
、
登
記
申
請
に
条
件
を
付
し
た
り
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ

ス
ン
ク
と
同
時
に
担
保
権
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
条
件
・
期
限
付
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
の
禁
止
に
よ
る
弊
害
を
克
服
し
て
い
る
　40
。

　

ド
イ
ツ
民
法
は
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
の
公
正
証
書
化
を
実
体
法
上
の
要
件
と
し
て
い
な
い
の
で
　41
、
公
正
証
書
の
な
い
ア

ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
も
有
効
で
あ
る
が
、
登
記
手
続
上
、
そ
の
存
在
を
証
明
す
る
方
法
と
し
て
公
正
証
書
又
は
公
的
に
認
証
さ
れ

た
証
書
の
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
る
た
め
︵
独
不
登
法
二
九
条
参
照
︶、
結
果
と
し
て
実
務
上
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
が
公
証
人

の
手
を
経
な
い
で
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
は
登
記
前
に
行
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
登
記
後
に
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
登
記

は
原
則
と
し
て
無
効
で
あ
る
が
、
登
記
内
容
と
一
致
し
た
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
が
事
後
的
に
行
わ
れ
れ
ば
、
無
効
登
記
は
遡
及

的
に
治
癒
さ
れ
る
　42
。
ま
た
、
登
記
申
請
後
か
ら
実
際
に
登
記
が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
譲
受
人
は
期
待
権
取
得
と
い
う
形
で

そ
の
地
位
が
保
護
さ
れ
る
　43
。

　

原
因
行
為
の
公
正
証
書
︵
独
民
三
一
一
ｂ
条
一
項
一
文
︶
が
存
在
す
る
か
、
同
時
に
作
成
さ
れ
る
場
合
に
し
か
ア
ウ
フ
ラ
ッ

ス
ン
ク
は
受
理
さ
れ
な
い
︵
独
民
九
二
五
ａ
条
︶。
こ
れ
に
よ
り
、
原
因
行
為
の
不
存
在
・
無
効
に
よ
る
不
当
利
得
返
還
請
求
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事
案
を
で
き
る
だ
け
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

登
記
申
請
に
際
し
て
は
、
上
述
の
登
記
許
諾
書
の
提
出
だ
け
で
は
足
り
ず
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
公
正
証
書
が
要
求
さ
れ
る

が
、
実
務
で
は
、
原
因
行
為
︵
売
買
契
約
︶、
登
記
申
請
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
は
一
枚
の
公
正
証
書
の
作
成
で
済
ま
せ
て
し

ま
う
　44
。
そ
の
た
め
、
登
記
官
は
す
べ
て
公
正
証
書
化
さ
れ
た
一
件
書
類
を
書
面
審
査
す
る
だ
け
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
︵
形

式
的
審
査
︶。
物
権
変
動
の
実
体
的
要
件
が
す
べ
て
公
証
人
の
関
与
に
よ
る
証
書
で
証
明
さ
れ
る
こ
と
で
、
登
記
申
請
段
階
で

す
で
に
実
質
的
審
査
は
公
的
に
完
了
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
登
記
官
の
形
式
的
審
査
だ
け
で
も
物
権
変
動
の
実
質
的
真
実
性

は
十
分
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
制
度
構
築
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

動
産
物
権
変
動
　45

ア　

物
権
変
動
準
則

　

ド
イ
ツ
民
法
は
、
制
限
物
権
の
設
定
を
含
む
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
も
物
権
行
為
を
要
求
し
、
そ
れ
は
物
権
的
合
意
と
引

渡
し
か
ら
成
る
︵
引
渡
主
義
　46
︶。
こ
の
点
、
形
式
が
登
記
か
ら
引
渡
し
に
代
わ
っ
た
だ
け
で
、
不
動
産
物
権
変
動
準
則
と
全

く
変
わ
り
は
な
い
。
例
え
ば
、
不
動
産
売
買
契
約
に
基
づ
く
代
金
の
支
払
い
︵
金
銭
所
有
権
の
移
転
︶
に
つ
い
て
も
動
産
物
権

変
動
準
則
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
金
銭
所
有
権
の
移
転
に
関
す
る
合
意
と
金
銭
の
引
渡
し
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
　47
。

　

動
産
所
有
権
移
転
に
関
す
る
独
民
九
二
九
条
に
よ
れ
ば
、
物
権
的
合
意
の
当
事
者
は
所
有
者
と
取
得
者
で
あ
る
が
、
占
有
補

助
者
や
代
理
占
有
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
者
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
　48
。
物
権
的
合
意
は
、
証
書
等

の
形
式
を
伴
わ
な
く
て
も
有
効
に
成
立
し
、
原
則
と
し
て
自
由
に
撤
回
で
き
る
。
債
権
行
為
と
は
法
的
に
分
離
さ
れ
る
が
、
債

権
行
為
時
に
す
で
に
物
権
的
合
意
が
存
在
す
る
も
の
と
解
さ
れ
　49
、
さ
ら
に
所
有
権
移
転
の
意
思
が
引
渡
時
ま
で
存
続
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
　50
。
条
件
・
期
限
付
の
物
権
的
合
意
も
許
さ
れ
る
︵
独
民
四
四
九
条
一
項
︶。
物
権
的

合
意
は
、
所
有
権
移
転
の
合
意
は
も
ち
ろ
ん
、
所
有
者
側
が
直
接
占
有
を
放
棄
し
、
取
得
者
側
が
占
有
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
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含
意
す
る
が
、
引
渡
し
は
、
占
有
の
放
棄
を
意
味
す
る
法
的
事
実
に
す
ぎ
な
い
。
物
権
的
合
意
は
、
特
定
の
物
に
つ
い
て
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
在
庫
商
品
の
よ
う
な
集
合
物
︵Sachgesam

theit

︶
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
が
特
定
可
能
で
あ

れ
ば
足
り
る
と
解
さ
れ
て
い
る
　51
。

イ　

引
渡
し

　

動
産
物
権
変
動
準
則
の
一
要
素
た
る
﹁
引
渡
し
︵Ü

bergabe

︶﹂
に
つ
い
て
は
、
元
来
現
実
の
引
渡
し
︵Tradition

︶
が
予

定
さ
れ
て
い
た
が
、
動
産
所
有
権
の
移
転
に
関
し
て
い
え
ば
、
取
得
者
が
す
で
に
物
を
占
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
所
有
権
移

転
の
合
意
だ
け
で
足
り
る
︵
独
民
九
二
九
条
二
項
︶。
い
わ
ゆ
る
簡
易
の
引
渡
し
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
従
前
の
所
有
者
が
物
の
占
有
を
維
持
し
た
い
と
き
に
は
、
代
理
占
有
関
係
の
合
意
を
も
っ
て
引
渡
し
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
︵
独
民
九
三
〇
条
︶　52
。
い
わ
ゆ
る
占
有
改
定
に
よ
る
引
渡
し
で
あ
る
。
譲
渡
担
保
の
場
合
に
は
、
債
権
者
が
占
有

改
定
に
よ
っ
て
間
接
占
有
を
取
得
す
る
こ
と
を
も
っ
て
引
渡
し
と
す
る
。
さ
ら
に
、
譲
渡
す
べ
き
物
が
第
三
者
の
占
有
に
あ
る

場
合
に
は
、
所
有
者
の
返
還
請
求
権
を
取
得
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
渡
し
に
代
え
ら
れ
る
︵
独
民
九
三
一
条
︶　53
。

日
本
法
に
お
け
る
指
図
に
よ
る
占
有
移
転
で
あ
る
。

　

以
上
、
引
渡
し
︵
公
示
機
能
︶
ば
か
り
で
な
く
物
権
的
合
意
も
含
め
て
、
動
産
物
権
変
動
準
則
は
完
全
に
形
骸
化
し
て
い
る

の
が
実
情
で
あ
る
　54
。

⑷　

小
括

　

不
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
は
、
条
文
上
、
所
有
権
譲
渡
の
特
則
と
そ
れ
以
外
の
物
権
変
動
の
一
般
準
則
に
区
別
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
物
権
的
合
意
の
方
式
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、﹁
物
権
的
合
意
＋
登
記
﹂
の
物
権
変
動
準
則
は
共

通
す
る
。
所
有
権
譲
渡
に
つ
き
、
公
証
人
の
関
与
を
前
提
と
し
た
、
公
正
証
書
化
さ
れ
た
債
権
行
為
と
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
と

い
う
方
式
及
び
そ
の
公
正
証
書
化
を
要
す
る
点
で
、
制
度
的
に
厳
格
に
過
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
む
し
ろ
、
債
権
行
為
の
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段
階
か
ら
公
証
人
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
法
上
生
じ
う
る
瑕
疵
を
可
能
な
限
り
排
除
し
、
こ
れ
を
登
記
手
続
き

に
直
結
さ
せ
る
こ
と
で
登
記
の
真
実
性
確
保
も
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
実
現
し
て
い
る
点
を
よ
り
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
所
有
権
譲
渡
以
外
の
物
権
変
動
に
関
し
て
も
、
最
低
限
、
登
記
申
請
段
階
に
公
証
人
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
登
記
の
真
実
性
を
担
保
し
て
い
る
。

　

他
方
、
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
、
法
律
上
は
三
つ
の
要
素
︵
債
権
行
為
・
物
権
的
合
意
・
引
渡
し
︶
か
ら
な
る
一
連
の
動

産
取
引
に
お
い
て
は
、
証
書
の
作
成
や
公
証
人
な
ど
法
律
専
門
職
の
関
与
が
ま
っ
た
く
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
観
念

的
な
引
渡
方
式
を
是
認
す
る
こ
と
で
、
民
法
が
規
定
す
る
物
権
変
動
準
則
は
完
全
に
形
骸
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
動
産

物
権
変
動
に
要
す
る
コ
ス
ト
が
下
が
り
、
取
引
の
迅
速
性
を
確
保
で
き
る
一
面
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
分
、
瑕
疵
あ
る
物
権
変

動
が
生
ず
る
可
能
性
も
高
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
途
公
信
の
原
則
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︵
独

民
九
三
二
条
︶。

　

ド
イ
ツ
民
法
は
、
不
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
も
公
信
の
原
則
を
採
用
す
る
が
︵
独
民
八
九
二
条
︶、
実
際
の
と
こ
ろ
、
手

続
き
が
極
め
て
厳
格
な
所
有
権
譲
渡
に
つ
い
て
公
信
の
原
則
が
発
動
す
る
場
面
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
仮
に
譲
渡
人
の
物
権
変
動

過
程
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
取
得
時
効
︵
独
民
九
〇
〇
条
︶
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

他
方
、
所
有
権
譲
渡
以
外
の
物
権
変
動
に
つ
い
て
は
相
対
的
に
手
続
き
が
緩
い
こ
と
か
ら
、
制
度
上
無
効
な
登
記
が
出
現
し
や

す
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
公
信
の
原
則
に
は
一
定
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1　

鎌
田
薫
﹁
不
動
産
物
権
変
動
の
理
論
と
登
記
手
続
き
の
実
務
︱
日
本
的
﹃
フ
ラ
ン
ス
法
主
義
﹄
の
特
質
︱
﹂
不
動
産
登
記
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
︵
昭

六
二
年
・
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
︶
六
二
頁
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
ド
イ
ツ
法
主
義
﹂
物
権
変
動
論
の
特
色
と
し
て
、
物
権
変
動
に
は
必
ず
形
式
を
伴
い
、

物
権
行
為
の
独
自
性
を
肯
定
し
、
さ
ら
に
無
因
性
を
も
肯
定
し
、
不
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
は
登
記
が
、
動
産
物
権
変
動
に
つ
い
て
は
引
渡
し
が
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物
権
変
動
の
成
立
要
件
と
さ
れ
る
点
を
挙
げ
る
。

2　
Baur/Stürner, Lehrbuch des Sachenrechts, 18. A

ufl. 2009. 

§ 14

Ⅰ. R
z.8. S. 169.

3　

当
事
者
の
意
思
の
合
致
と
い
う
点
で
は
契
約
で
あ
る
が
、
物
権
変
動
の
み
に
向
け
ら
れ
た
特
殊
な
合
意
と
い
う
こ
と
で
契
約
︵Vertrag

︶
で
は
な
く

合
意
︵Einigung

︶
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。Baur/Stürner, a. a. O

.

§5 

Ⅰ. R
z.2. S.43.

　
　

な
お
、
わ
が
国
で
は
、
と
く
に
債
権
的
な
合
意
と
区
別
す
る
た
め
にEinigung

の
語
を
も
っ
て
﹁
物
権
的
合
意
﹂
の
訳
語
を
当
て
て
お
り
、
本
稿
も

そ
れ
に
従
う
。

4　

権
利
の
譲
渡
に
関
す
る
一
般
法
は
独
民
四
一
三
条
で
あ
り
、
三
九
八
条
が
準
用
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
譲
渡
当
事
者
間
に
お
け
る
法
律
行
為
上
の

意
思
行
為
が
権
利
移
転
の
要
件
と
な
る
。
独
民
八
七
三
条
・
九
二
五
条
は
そ
の
特
則
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

5　

物
権
的
合
意
後
に
登
記
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
登
記
が
物
権
的
合
意
に
先
行
す
る
場
合
、
物
権
的
合
意
の
前
提
を
欠
く
の
で
当
該
登
記
は

無
効
、
物
権
変
動
も
生
じ
な
い
が
、
後
に
物
権
的
合
意
が
補
充
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
後
的
に
登
記
は
有
効
と
な
り
、
こ
の
時
に
物
権
が
変
動
す
る
。

6　

分
離
主
義
。
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
で
は
﹁
物
権
行
為
の
独
自
性
肯
定
﹂
に
あ
た
る
思
考
で
あ
る
。
債
権
行
為
に
つ
い
て
は
、﹁
債
務
設
定
行
為

︵Verpflichtungsgeschäft

︶
と
い
う
用
語
が
、
物
権
行
為
に
つ
い
て
は
﹁
処
分
行
為
︵V

erfügungsgeschäft

︶﹂
と
い
う
用
語
が
当
て
ら
れ
、
物
権
行

為
と
形
式
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
的
な
行
為
と
し
て
も
処
分
行
為
の
用
語
が
当
て
ら
れ
る
。
他
方
、
債
務
設
定
行
為
は
、
物
権
変
動
効
果
を
も
た
ら

す
処
分
行
為
の
原
因
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
原
因
行
為
︵G

rundgeschäft

又
はK

ausales G
eschäft

︶
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
　

物
権
契
約
概
念
に
関
す
る
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
業
績
は
多
数
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
有
川
哲
夫
﹁
物
権
契
約
に
関
す
る
学
説
史
的
考
察
﹂

福
岡
大
学
法
学
論
叢
二
〇
巻
四
号
二
八
三
頁
、
同
﹁
物
権
契
約
理
論
の
軌
跡
︱
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
以
後
一
世
紀
間
︱
﹂
原
島
義
重
編
﹃
近
代
私
法
学
の
形

成
と
現
代
法
理
論
﹄︵
一
九
八
八
年
・
九
州
大
学
出
版
会
︶
三
〇
三
頁
、
石
田
喜
久
夫
﹁
引
渡
主
義
に
つ
い
て
︱
物
権
行
為
の
理
解
の
た
め
に
︱
﹂
民

商
法
雑
誌
三
九
巻
一
・
二
・
三
合
併
号
一
八
三
頁
、
原
島
重
義
﹁
債
権
契
約
と
物
権
契
約
﹂﹃
契
約
法
体
系
Ⅱ
﹄︵
一
九
六
二
年
・
有
斐
閣
︶
一
一
一
頁
、

大
場
浩
之
﹁
物
権
行
為
に
関
す
る
序
論
的
考
察
－
不
動
産
物
権
変
動
の
場
面
を
基
軸
と
し
て
﹂
早
法
八
四
巻
三
号
三
二
五
頁
、
同
﹁
物
権
行
為
概
念

の
起
源
：Savigny

の
法
理
論
を
中
心
に
﹂
早
法 

八
九
巻
三
号
一
頁
、
拙
稿
﹁
一
九
世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
所
有
権
譲
渡
理
論
に
つ
い
て
︱
学
説
史
的

考
察
︱
﹂
早
稲
田
法
学
会
誌
五
〇
巻
二
四
三
頁
。

7　

無
因
主
義
。K

arl Larenz-M
anfred W

olf, A
llgem

einer Teil des B
ürgerlichen R

echts, 8. A
ufl., 1997, §

23,R
z.84, S.459

は
、
こ
の
無
因
主
義
を

も
っ
て
、
他
の
ほ
と
ん
ど
の
法
秩
序
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
な
い
ド
イ
ツ
民
法
の
特
異
な
点
︵Eigentüm

lichkeit

︶
で
あ
る
と
評
す
る
。

　
　

物
権
契
約
概
念
に
関
す
る
研
究
業
績
と
同
様
に
、
無
因
性
概
念
に
関
す
る
わ
が
国
に
お
け
る
研
究
業
績
も
多
数
存
在
す
る
が
、
さ
し
あ
た
り
原
島

重
義
﹁﹃
無
因
性
﹄
概
念
の
系
譜
に
つ
い
て
︱﹃
無
因
性
﹄
概
念
の
研
究
そ
の
一
︱
﹂
九
州
大
学
法
学
部
創
立
30
周
年
記
念
論
文
集
﹃
法
と
政
治
の
研
究
﹄
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︵
一
九
五
七
年
・
有
斐
閣
︶
四
五
一
頁
、
同
﹁﹃
無
因
性
﹄
確
立
の
意
義
に
つ
い
て
︱
﹃
無
因
性
﹄
概
念
の
研
究
そ
の
二
︱
﹂
法
制
研
究
二
四
巻
一
号

七
一
頁
、
広
瀬
稔
﹁
無
因
性
理
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
︱
ド
イ
ツ
普
通
法
学
に
お
け
る
所
有
権
譲
渡
理
論
を
中
心
と
し
て
﹂
法
学
論
叢
七
七
巻
二
号

四
四
頁
。

8　

Larenz/W
olf, a. a. O

., §
23, R

z. 85, S. 459

は
、
無
因
主
義
が
取
引
の
安
全
に
資
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
取
引
の
安
全
は
公
信
の
原
則
に
よ

っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
無
因
主
義
を
否
認
す
る
学
説
が
夙
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。Philipp H

eck, D
as abstrakte dingliche R

echtsgeschäft, 
1937.

こ
の
紹
介
と
し
て
、
我
妻
栄
﹁
ヘ
ッ
ク
著
﹃
無
因
的
物
権
行
為
論
﹄﹂﹃
民
法
研
究
Ⅲ
物
権
﹄︵
昭
四
一
年
・
有
斐
閣
︶
八
一
頁
以
下
。

9　

具
体
的
に
は
、
行
為
能
力
、
意
思
の
瑕
疵
、
法
律
行
為
の
形
式
、
意
思
表
示
の
完
成
、
契
約
の
成
立
、
契
約
の
解
釈
、
法
律
違
反
の
効
果
、
相
対

的
処
分
制
限
、
追
認
、
代
理
の
規
定
な
ど
独
民
一
〇
四
条
乃
至
一
八
五
条
の
規
定
で
あ
る
。

10　
﹁
瑕
疵
の
同
一
性
﹂
と
い
う
。
売
買
契
約
の
際
に
詐
欺
が
な
さ
れ
、
そ
の
状
態
の
ま
ま
物
権
的
合
意
、
さ
ら
に
登
記
・
引
渡
し
が
さ
れ
た
場
合
、
売

買
契
約
だ
け
で
な
く
物
権
的
合
意
も
取
消
可
能
と
な
り
、
取
消
権
行
使
に
よ
り
両
行
為
と
も
無
効
と
な
り
う
る
︵
独
民
一
二
三
条
、
一
四
二
条
一
項
︶。

登
記
や
引
渡
し
が
残
存
し
て
い
た
と
し
て
も
、
登
記
名
義
人
や
占
有
者
が
所
有
権
を
保
持
す
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
と
し
て
、
実
体
的
権
利
関
係
の

伴
わ
な
い
虚
偽
の
形
式
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
で
、
物
権
行
為
の
無
因
性
を
も
っ
て
取
引
安
全
の
確
保
や
物
権
変
動
の
法
的
安
定
性
を

強
調
す
る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

11　

不
動
産
物
権
変
動
に
つ
き
独
民
八
七
三
条
以
下
、
動
産
物
権
変
動
に
つ
き
独
民
九
二
九
条
以
下
参
照
。

12　

法
律
上
の
明
確
な
規
定
は
存
在
し
な
い
が
︵
あ
え
て
言
え
ば
日
民
三
七
〇
条
か
︶、
日
本
の
不
動
産
登
記
法
が
、
土
地
登
記
と
建
物
登
記
を
別
個
に

制
度
構
築
し
て
い
る
点
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
不
動
産
が
も
っ
ぱ
ら
土
地
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
登
記
法
の

正
式
名
称
も
﹁
土
地
登
記
法
﹂︵G

rundbuchordnung

、
以
下
、
独
不
登
法
と
略
記
︶
と
な
り
、
住
居
所
有
権
登
記
を
除
き
、
独
立
し
た
建
物
登
記
も

制
度
上
存
在
し
な
い
。

13　

そ
も
そ
も
土
地
と
は
、
一
般
的
に
は
、
外
見
上
認
識
可
能
な
方
法
で
区
画
さ
れ
た
地
表
の
一
部
で
あ
る
が
、
法
的
意
味
に
お
け
る
土
地
と
は
、
土

地
の
公
的
記
録
た
る
土
地
台
帳
を
基
準
と
し
て
、
地
籍
調
査
に
よ
る
測
量
を
通
じ
て
地
番
が
付
さ
れ
た
地
表
の
一
部
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
が
登
記
簿

上
﹁
土
地
﹂
と
し
て
登
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
だ
登
記
簿
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
土
地
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
土
地
取
引
の
対
象

に
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。Baur/Stürner, a. a. O

. §
15 Ⅲ

. R
z.18. S.175.

14　

本
質
的
構
成
部
分
と
は
、
本
体
た
る
物
と
の
関
係
で
、
い
ず
れ
か
を
破
壊
し
た
り
そ
の
性
質
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
ぞ
れ
を
分
離
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
部
分
で
あ
り
、
物
の
所
有
権
と
別
個
の
所
有
権
の
対
象
と
な
り
え
な
い
部
分
で
あ
る
。

15　

地
上
権
は
﹁
土
地
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
権
利
︵grundstücksgleiche R

echte

︶﹂
と
さ
れ
る
た
め
、
地
上
権
の
設
定
に
際
し
て
は
、
地
上
権
登
記
簿
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が
設
定
さ
れ
︵
地
上
権
法
一
一
条
、
一
四
条
、
独
不
登
法
六
条
ａ
参
照
︶、
土
地
と
同
じ
準
則
で
譲
渡
さ
れ
、
担
保
に
供
さ
れ
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の

建
物
区
分
所
有
権
に
相
当
す
る
住
居
所
有
権
︵W

ohnungseigentum

︶
も
こ
の
種
の
権
利
で
あ
り
、
住
居
所
有
権
登
記
簿
の
設
定
︵
住
居
所
有
権
法

七
条
一
項
︶
に
伴
い
、
土
地
登
記
簿
は
閉
鎖
さ
れ
る
︵
同
条
一
項
三
文
︶。

16　

住
居
所
有
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
む
し
ろ
、
土
地
で
は
な
く
、
住
居
所
有
権
自
体
が
取
引
の
対
象
と
な
る
が
、
住
居
所
有
権
の
譲
渡
に
つ
い

て
は
、
民
法
に
お
け
る
土
地
所
有
権
の
譲
渡
と
同
じ
準
則
︵
独
民
三
一
一
ｂ
条
一
項
、
八
七
三
条
、
九
二
五
条
︶
に
従
う
こ
と
に
な
る
︵
住
居
所
有

権
法
四
条
︶。

17　

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て
は
、
権
利
者
に
よ
る
一
方
的
な
放
棄
の
意
思
表
示
で
足
り
る
の
で
、
物
権
的
合
意
ま
で
は
要
し
な
い
が
、
権
利
抹
消
の
登

記
は
必
要
で
あ
る
。

18　

取
得
時
効
に
よ
る
物
権
変
動
も
法
律
行
為
に
よ
ら
な
い
物
権
変
動
の
一
例
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
物
権
的
合
意
は
必
要
な
い
が
、
原
則
と
し
て
登

記
を
要
す
る
︵
登
記
簿
取
得
時
効
・
独
民
九
〇
〇
条
︶。
な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
不
動
産
取
得
時
効
制
度
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
良
永
和
隆
﹁
ド

イ
ツ
法
上
の
取
得
時
効
に
お
け
る
登
記
の
機
能
︵
一
︶︵
二
︶﹂
民
商
法
雑
誌
九
〇
巻
六
号
八
六
二
頁
以
下
、
九
一
巻
二
号
一
七
七
頁
以
下
参
照
。

19　

登
記
な
く
し
て
物
権
変
動
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
土
地
所
有
権
移
転
の
登
記
の
際
に
は
譲
渡
人
の
登
記
名
義
が
必
要
な
た
め
︵
登
記
義

務
者
の
先
行
登
記
︵Voreintragung

︶
原
則
︶、
結
果
的
に
は
登
記
主
義
が
間
接
的
に
強
制
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
実
体
的
権
利
状
態
が
正
し
く
登
記

に
反
映
さ
れ
、
物
権
変
動
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
明
確
に
再
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵B

G
H

Z 16, 101

︶、
と
い
う
理
想
が
実
現
で
き

る
と
解
さ
れ
て
い
る
。Baur/Stürner, a. a. O

. 

§16 Ⅰ
. R

z.1. S.189.

20　

Larenz/W
olf, a. a. O

, §
23, R

z. 32, S. 449ff.

21　

用
益
物
権
や
担
保
物
権
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
債
権
行
為
が
そ
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

22　

た
だ
し
、
所
有
権
譲
渡
の
場
合
を
除
き
︵
独
民
九
二
五
条
二
項
︶、
債
権
行
為
の
有
効
性
を
物
権
行
為
の
効
力
発
生
の
条
件
と
す
る
こ
と
が
合
意
で

き
る
︵
独
民
一
五
八
条
︶。

23　

Larenz/W
olf, a. a. O

, §
27, R

z. 5, S. 517.

24　

こ
れ
は
、
公
証
人
に
課
さ
れ
た
法
律
上
の
義
務
で
あ
る
︵B

eurkG

証
書
作
成
法
一
七
条
以
下
、B

N
otO

連
邦
公
証
人
法
二
四
条
参
照
︶。

25　

土
地
所
有
権
の
譲
渡
に
つ
き
独
民
九
二
五
条
、
夫
婦
財
産
契
約
に
つ
き
一
四
〇
八
条
、
相
続
契
約
に
つ
き
二
二
七
六
条
は
、
当
事
者
の
同
時
出
席

の
も
と
で
意
思
表
示
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
厳
格
性
を
要
求
す
る
。Larenz/W

olf, a. a. O
, §
27,R

z.35, S. 
524.

さ
ら
に
、Larenz/W

olf, a. a. O
, §
27,R

z.11, S. 518.

は
、
公
正
証
書
に
記
載
さ
れ
た
契
約
内
容
に
つ
い
て
有
効
に
合
意
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
こ
と
で
、
登
記
所
に
よ
る
内
容
審
査
等
の
規
制
が
軽
減
化
・
短
縮
化
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︵
登
記
申
請
に
お
け
る
形
式
的
審
査
の
実
現
︶。
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26　

上
述
の
よ
う
に
︵
前
掲
注
15
参
照
︶、
正
確
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、﹁
土
地
及
び
土
地
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
権
利
﹂
と
な
る
。

27　
Baur/Stürner, a. a. O

. §
19  A

Ⅰ
. R

z.1. S.235.

は
、
不
動
産
物
権
変
動
が
当
事
者
の
財
産
に
と
っ
て
非
常
に
重
大
な
意
味
を
有
す
る
た
め
、
ド
イ

ツ
古
法
以
来
の
伝
統
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
物
権
変
動
準
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
。

28　

登
記
許
諾
と
は
、
あ
る
特
定
の
登
記
を
了
解
す
る
と
い
う
内
容
の
、
登
記
所
に
向
け
ら
れ
た
、
一
定
の
形
式
を
要
す
る
、
条
件
が
許
さ
れ
な
い
登

記
義
務
者
に
よ
る
一
方
的
意
思
表
示
︵
形
式
的
合
意
主
義
︶
で
あ
り
、
物
権
的
合
意 

︵
実
体
的
合
意
主
義
︶
と
は
全
く
別
の
意
思
表
示
で
あ
る
。H

ans 
Prütting, Sachenrecht, 34. A

ufl., 2010,R
z.280,S.108.

な
おBaur/Stürner, a. a. O

. §
16 Ⅰ

. R
z.4. S.189.

は
、
登
記
許
諾
を
物
権
行
為
の
有
効
性
を

推
定
し
得
る
﹁
代
用
品
︵Surrogat

︶﹂
と
評
す
る
。

29　

公
的
に
認
証
さ
れ
た
証
書
︵Ö

ffentlich beglaubigte U
rkunde

︶
と
は
、
あ
る
意
思
表
示
が
書
面
で
な
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
表
意
者
の
署
名
又
は

署
名
の
代
わ
り
の
符
号
が
本
人
の
も
の
に
相
違
な
い
旨
を
公
証
人
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
私
文
書
で
あ
る
︵
独
民
一
二
九
条
、
独
民
訴
四
一
六
条
参

照
︶。

30　

わ
が
国
で
は
、
登
記
の
真
実
性
確
保
の
た
め
に
共
同
申
請
主
義
︵
日
不
登
法
六
〇
条
︶
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
登
記
義
務
者
が

法
的
に
不
利
な
登
記
を
許
諾
す
る
の
は
、
物
権
的
合
意
が
本
当
に
存
在
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
と
の
経
験
則
に
基
づ
き
、
共
同
申
請
主
義
を
採

ら
な
い
︵
独
不
登
法
一
三
条
参
照
︶。Prütting, a.a.O

, R
z. 278,S. 107.

は
、
こ
れ
に
よ
り
登
記
手
続
き
の
迅
速
性
が
図
ら
れ
る
と
評
す
る
。

31　

登
記
許
諾
を
登
記
手
続
上
の
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
物
権
的
合
意
に
つ
い
て
の
紛
争
を
回
避
し
、
登
記
官
に
よ
る
審
査
対
象
を
実
体
関
係
に

及
ぼ
さ
ず
、
登
記
申
請
と
登
記
許
諾
の
み
を
形
式
的
に
審
査
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
登
記
手
続
き
の
簡
素
化
が
実
現
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

登
記
官
が
、
物
権
行
為
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
登
記
申
請
を
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵B

G
H

Z 35, 135,140=N
JW

 1961, 
1301.

︶。

　
　

ま
た
、
登
記
官
は
、
形
式
的
審
査
と
し
て
処
分
者
の
先
行
登
記
の
存
在
を
確
認
す
る
︵
独
登
記
法
三
九
条
一
項
参
照
︶。
こ
れ
に
よ
り
、
登
記
義
務

者
が
処
分
権
限
を
有
し
て
い
る
か
の
審
査
は
省
略
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
登
記
の
推
定
力
︵
独
民
八
九
一
条
︶
が
登
記
官
に
も
及
ぶ
と
解
す
る
こ
と

で
正
当
化
さ
れ
る
。Baur/Stürner, a. a. O

. §
16 Ⅰ

. R
z.5. S.190.

32　

Prütting, a.a.O
, R

z. 278,S. 107.

33　

物
権
的
合
意
が
公
正
証
書
化
さ
れ
、
又
は
登
記
官
の
面
前
で
な
さ
れ
る
か
登
記
官
に
提
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
登
記
許
諾
書
が
交
付
さ
れ
た
場
合
に

は
、
登
記
前
で
あ
っ
て
も
当
事
者
は
物
権
的
合
意
に
拘
束
さ
れ
、
も
は
や
撤
回
で
き
な
く
な
る
︵
独
民
八
七
三
条
二
項
︶。

34　

正
確
に
言
え
ば
、
土
地
所
有
権
の
譲
渡
だ
け
で
な
く
、
建
物
所
有
権
の
移
転
を
伴
う
地
上
権
及
び
住
居
所
有
権
の
譲
渡
も
そ
の
対
象
と
な
る
。

35　

土
地
所
有
権
の
譲
渡
が
裁
判
上
の
和
解
に
よ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
を
受
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
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36　

判
例
は
、
時
間
的
に
接
し
て
い
る
意
思
表
示
で
あ
っ
て
も
同
時
で
な
け
れ
ば
、
独
民
一
二
五
条
に
よ
り
無
効
で
あ
る
と
解
す
る
︵B

G
H

Z 29, 1 0

︶。

37　

一
一
～
一
二
世
紀
頃
か
ら
、
裁
判
上
の
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
が
土
地
所
有
権
移
転
に
と
っ
て
の
強
制
的
方
式
と
な
っ
た
。H

edem
ann, D

ie 
Fortschritte des Zivilrecht im

 19. Jahrhundert ,1968, S. 193.

な
お
、
都
市
部
で
は
裁
判
所
に
代
わ
っ
て
都
市
参
事
会
︵Stadtrat

︶
に
お
い
て
も
ア

ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

38　

H
übner, G

rundzüge des D
eutschenprivatrechts, 2. A

ufl., 1913, S. 218.

は
、
所
有
権
譲
渡
証
書
の
確
認
訴
訟
と
い
う
形
式
で
行
わ
れ
た
と
解
す
る
。

39　

M
itteis/Lieberich, D

eutsches Privatrecht, 8. A
ufl., 1978, S. 93.

40　

Baur/Stürner, a. a. O
. §

 22Ⅱ
3. R

z.6ff. S.286f. 

実
務
で
は
、
ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
と
売
買
契
約
が
同
時
に
公
正
証
書
化
さ
れ
る
際
に
、
譲
渡
人
の

利
益
確
保
の
た
め
、
当
事
者
は
登
記
申
請
が
代
金
支
払
い
後
に
な
さ
れ
る
よ
う
公
証
人
に
指
示
す
る
よ
う
で
あ
る
。Prütting, a.a.O

, R
z. 357,S. 144.

41　

B
G

H
 N

JW
 1983, 2933.

42　

Prütting, a.a.O
, R

z. 359,S. 145.

43　

登
記
申
請
時
に
期
待
権
が
生
ず
る
と
解
す
る
の
が
判
例
・
通
説
で
あ
る
が
︵B

G
H

Z 49, 197 = N
JW

 1968, 493. M
ünchK

om
m

/K
anzleiter,§

925 
R

z. 34. 

独
民
八
七
八
条
や
独
不
登
法
一
七
条
も
根
拠
と
な
り
う
る
︶、
仮
登
記
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
る
。

44　

ア
ウ
フ
ラ
ッ
ス
ン
ク
公
正
証
書
の
記
載
例
と
し
て
、
石
川
清
・
小
西
飛
鳥
﹃
ド
イ
ツ
土
地
登
記
法
﹄︵
二
〇
一
一
年
・
三
省
堂
︶
七
一
頁
参
照
。

45　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
動
産
物
権
変
動
論
に
つ
き
、
亀
田
浩
一
郎
﹁
ド
イ
ツ
動
産
譲
渡
法
理
に
お
け
る
引
渡
・
占
有
改
定
﹂
法
論
七
九
巻
二
・
三
号
一

二
九
頁
以
下
参
照
。

46　

動
産
所
有
権
の
譲
渡
に
つ
き
九
二
九
条
乃
至
九
三
一
条
、
用
益
権
の
設
定
に
つ
き
一
〇
三
二
条
、
質
権
の
設
定
に
つ
き
一
二
〇
五
条
参
照
。
た
だ
し
、

制
限
物
権
の
消
滅
に
つ
き
、
動
産
物
権
変
動
準
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。

47　

Larenz/W
olf, a. a. O

,§
23,R

z.60, S.455.

48　

Baur/Stürner, a. a. O
. §
51 CⅠ

. R
z.12. S.640.

49　

現
実
売
買
が
そ
の
例
で
あ
る
。
物
権
的
合
意
は
、
実
務
上
、
暗
黙
の
裡
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
、
理
論
的
に
は
売
買
等
の
債
権
行
為
と
物
権

行
為
が
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
、
法
律
の
素
人
が
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
む
し
ろ
現
実
離
れ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。Prütting, a.a.O

, 
R

z. 372,S. 151.

な
お
、
引
渡
し
が
債
権
行
為
に
遅
れ
て
行
わ
れ
る
場
合
、
引
渡
時
に
物
権
的
合
意
も
な
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
︵R

G
Z 

102,38,40

︶。Baur/Stürner, a. a. O
. §
51 BⅠ

. R
z.6ff. S.638ff.

50　

Baur/Stürner, a. a. O
. §
51  CⅠ

. R
z.12. S.640.

51　

Baur/Stürner, a. a. O
. §
51  BⅠ

. R
z.8. S.639.
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52　

占
有
改
定
の
合
意
は
、
物
権
的
合
意
と
同
時
に
行
わ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
譲
渡
人
の
占
有
が
自
主
占
有
か
ら
他
主
占
有
に
変
更

す
る
︵B

G
H

 N
JW

 1959, 1537.

︶。Prütting, a.a.O
, R

z. 379,S. 155.
53　

判
例
︵B

G
H

 N
JW

 1959. 1538.

︶
は
、
独
民
九
三
一
条
の
返
還
請
求
権
は
、
九
八
五
条
の
物
権
的
請
求
権
で
は
な
く
、
占
有
の
返
還
を
求
め
る
債

権
的
請
求
権
で
あ
る
と
解
す
る
。

54　

Prütting, a.a.O
, R

z. 371,S. 151.

３　

フ
ラ
ン
ス
民
法

⑴　

序
論

　

引
き
続
き
本
節
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
物
権
変
動
準
則
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

わ
が
国
及
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
法
典
は
、
法
典
編
纂
方
式
と
し
て
パ
ン
デ
ク
テ
ン
体
系
を
採
用
し
た
た
め
、
物
権
変
動
に

関
す
る
規
定
が
基
本
的
に
は
﹁
物
権
編
﹂
に
す
べ
て
集
約
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
こ
れ
と
は
異
な
る
編
纂

方
式
、
す
な
わ
ち
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
テ
ィ
オ
ネ
ス
体
系
を
採
用
し
て
い
る
た
め
、
物
権
変
動
に
関
係
す
る
規
定
が
法
典
の
い
た

る
と
こ
ろ
に
散
在
す
る
と
の
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
各
条
文
の
意
味
を
整
合
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
の
困
難
を

要
す
る
作
業
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
基
本
と
す
る
と
こ
ろ
は
﹁
意
思
主
義
︵
あ
る
い
は
合
意
主
義
︶　1
﹂、

す
な
わ
ち
代
金
の
支
払
い
も
、
登
記
や
物
の
引
渡
し
な
ど
の
形
式
も
要
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
単
に
当
事
者
間
に
合
意

︵convention

︶
が
成
立
し
た
だ
け
で
物
権
変
動
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
揺
る
ぎ
な
い
大
原
則
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
　2
。
し
た
が
っ
て
、
所
有
権
の
移
転
を
目
的
と
す
る
契
約
類
型
で
あ
る
売
買
を
は
じ

め
、
贈
与
や
交
換
と
い
う
契
約
は
、
そ
の
契
約
上
の
効
果
と
し
て
債
権
的
効
果
︵
債
権
債
務
関
係
の
発
生
︶
の
ほ
か
に
物
権
的

効
果
を
も
併
せ
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
事
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
不
動
産
の
売
買
契
約
に
際
し
て
、
売
主
と
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買
主
が
売
主
所
有
の
不
動
産
に
つ
い
て
﹁
売
り
ま
し
ょ
う
﹂﹁
買
い
ま
し
ょ
う
﹂
と
の
意
思
が
合
致
し
た
そ
の
瞬
間
に
契
約
が

成
立
し
、
そ
の
効
果
と
し
て
買
主
に
当
該
不
動
産
の
所
有
権
が
移
転
す
る
、
そ
う
解
す
る
の
が
意
思
主
義
だ
と
し
て
も
、
実
際

に
は
、
契
約
交
渉
段
階
か
ら
公
証
人
を
は
じ
め
と
す
る
法
律
専
門
職
が
契
約
の
締
結
プ
ロ
セ
ス
に
積
極
的
に
関
与
し
、
最
終
的

に
契
約
が
成
立
す
る
に
至
る
ま
で
に
前
契
約
︵avant-contrat

︶
が
締
結
さ
れ
、
そ
れ
が
す
べ
て
書
面
化
さ
れ
、
最
終
的
な
契

約
は
公
証
人
証
書
の
作
成
を
も
っ
て
締
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
売
買
契
約
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
売
買
契
約
の
成
立
過
程
に
お
け
る
前
契
約
の
存
在
、
法
律
専
門
職
の
関
与
、

そ
し
て
合
意
の
書
面
化
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
実
務
に
お
け
る
特
徴
的
な
点
を
浮
き
彫
り
に
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け

る
物
権
変
動
準
則
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
は
、
不
動
産
物
権
変
動
と
動
産
物
権
変
動
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
を
同
じ
準
則
に
よ
っ
て
規
律

し
て
い
る
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
登
記
・
引
渡
し
と
い
う
物
権
変
動
の
形
式
︵
公
示
方
法
︶
が
両
者
で
異
な
る
く
ら
い
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
物
権
変
動
準
則
と
は
直
接
的
な
関
係
の
な
い
制
度
︵
対
抗
要
件
な
ど
︶
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
の
記
述
で
は
、
特
に
必
要
の
な
い
限
り
、
不
動
産
物
権
変
動
と
動
産
物
権
変
動
は
区
別
す
る
こ
と
な

く
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑵　

前
契
約

　

前
契
約
と
は
、
契
約
当
事
者
が
将
来
に
お
い
て
締
結
さ
れ
る
契
約
︵
後
述
の
終
局
契
約
︶
の
実
現
の
た
め
に
す
る
準
備
的
な

合
意
、
つ
ま
り
一
つ
の
契
約
で
あ
る
　3
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
民
法
典
制
定
以
前
か
ら
契
約
成
立
時
期
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、

後
述
の
よ
う
に
、
合
意
の
成
立
時
を
も
っ
て
契
約
が
成
立
す
る
と
規
定
し
た
︵
売
買
契
約
に
つ
き
仏
民
法
典
一
五
八
三
条
︶。

と
こ
ろ
が
、
物
及
び
代
金
に
関
す
る
合
意
の
時
に
売
買
契
約
が
成
立
す
る
と
の
規
範
は
、
必
ず
し
も
契
約
当
事
者
の
意
図
に
合
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致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
理
解
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
契
約
成
立
前
に
当
事
者
間
で
な
さ

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
合
意
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
契
約
の
締
結
を
慎
重
に
行
お
う
と
す
る
側
面
と
、

契
約
成
立
ま
で
当
事
者
間
に
何
ら
の
拘
束
力
︵
債
権
債
務
関
係
︶
も
な
く
、
自
由
に
契
約
関
係
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
を
非
難
す

る
と
の
側
面
か
ら
、
一
定
の
拘
束
力
を
有
す
る
前
契
約
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

前
契
約
と
は
、
そ
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
あ
る
も
の
の
、
実
務
慣
行
上
は
、
公
証
人
証
書
の
作
成
に
よ
る
終
局

契
約
よ
り
も
前
に
な
さ
れ
た
当
事
者
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
合
意
を
包
括
す
る
概
念
と
い
え
る
　4
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
概
念
の
も

と
に
、
基
本
契
約
︵contrat-cadre

︶、
部
分
契
約
︵contrat partiel

︶、
一
時
契
約
︵contrat tem

poraire

︶、
基
礎
的
合
意
︵accord 

de principal

︶、
暫
定
契
約
︵contrat provisoire

︶
そ
し
て
売
買
予
約
が
包
摂
さ
れ
、
さ
ら
に
売
買
予
約
に
は
、
当
事
者
の
一

方
の
み
が
契
約
を
締
結
す
る
債
務
を
負
担
す
る
片
務
予
約
︵prom

esse unilatérale de vente

︶　5
と
、
当
事
者
双
方
が
契
約
を
締

結
す
る
債
務
を
負
担
す
る
双
務
予
約
︵prom

esse synallagm
atique de vente

︶　6
が
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
　7
。
予
約
を
行
わ
な

い
不
動
産
売
買
契
約
は
、
今
日
で
は
め
っ
た
に
な
い
︵rare

︶
と
言
わ
れ
て
い
る
　8
。

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
五
八
九
条
は
﹁
売
買
の
予
約
は
、
物
及
び
代
金
に
つ
い
て
両
当
事
者
の
相
互
の
同
意
が
存
在
す
る
と
き

は
、
売
買
に
値
い
す
る
﹂
と
規
定
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
通
常
の
売
買
契
約
と
変
わ
り
が
な
い
た
め
、
売
買
契
約
本
体
と
の
関

係
が
問
題
と
な
る
。
売
買
の
予
約
が
合
意
さ
れ
る
理
由
や
思
惑
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
的
に
、
売
買
契
約
の
一
つ
な

い
し
複
数
の
要
素
が
売
買
の
予
約
に
は
欠
け
て
お
り
、
そ
れ
が
本
質
的
か
そ
れ
と
も
二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
に
応
じ

て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
売
買
契
約
の
本
体
に
接
近
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
　9
。
し
た
が
っ
て
、
前
契
約
と
契
約

は
、
内
容
的
に
は
重
な
る
部
分
が
相
当
程
度
存
在
す
る
も
の
の
、
法
制
度
上
は
ま
っ
た
く
別
個
の
行
為
で
あ
る
　10
。
し
か
し
、

契
約
の
有
効
な
実
現
を
目
的
と
し
た
一
工
程
で
あ
る
前
契
約
は
、
契
約
準
備
を
含
意
す
る
合
意
で
あ
り
、
当
事
者
間
に
一
定
の

権
利
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
　11
。
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不
動
産
の
売
買
契
約
締
結
に
際
し
て
、
こ
れ
ら
の
前
契
約
は
、
売
買
契
約
の
諸
条
件
に
つ
い
て
は
じ
め
に
私
署
証
書
を
も
っ

て
合
意
さ
れ
、
ま
た
こ
の
と
き
に
、
後
日
公
署
証
書
︵
公
証
人
証
書
︶
に
よ
り
あ
ら
た
め
て
締
結
す
る
売
買
契
約
の
時
に
契
約

の
効
果
、
す
な
わ
ち
物
権
変
動
が
生
ず
る
旨
の
決
ま
り
文
句
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。

⑶　

終
局
契
約
︵contrat définitif

︶
の
成
立

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
不
動
産
の
売
買
契
約
な
ど
、
契
約
の
成
立
ま
で
に
交
渉
な
ど
一
定
の
期
間
を
要
す
る
契

約
は
、
そ
の
間
、
当
事
者
間
で
な
さ
れ
た
小
さ
な
合
意
を
い
く
つ
も
積
み
重
ね
て
い
っ
て
は
じ
め
て
締
結
さ
れ
る
も
の
と
解
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
さ
な
合
意
が
前
契
約
で
あ
り
、
こ
の
前
契
約
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
あ
と
、
最
終
的
に
当
事
者
が

目
的
と
す
る
契
約
が
正
式
に
締
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
契
約
本
体
の
こ
と
を
、
前
契
約
と
の
関
係
で
終
局
契
約
︵contrat 

définitif

︶
と
い
う
。

ア　

原
則

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
原
則
と
し
て
、
終
局
契
約
︵
合
意
︶
の
成
立
に
所
有
権
移
転
の
効
果
を
直
結
さ
せ
て
お
り
　12
、
ま
た
、

そ
の
こ
と
は
同
時
に
﹁
合
意
の
み
に
よ
る
移
転
の
原
則
﹂︵principe du transfert « solo consensu »

︶
を
意
味
す
る
も
の
で
も

あ
る
。
一
般
規
定
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
七
一
一
条
及
び
一
一
三
八
条
を
、
特
則
と
し
て
、
贈
与
に
つ
き
九
三
八
条
、
売

買
に
つ
き
一
五
八
三
条
、
交
換
に
つ
き
一
七
〇
三
条
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
七
一
一
条
は
、﹁
財
産
権
の
所
有
権
は
、
相
続
、
生
前
又
は
死
因
贈
与
、
及
び
債
務
の

効
果
と
し
て
取
得
さ
れ
、
移
転
さ
れ
る
﹂
と
規
定
し
、
契
約
に
関
し
て
は
﹁
債
務
の
効
果
に
よ
っ
て
﹂︵par l

’effet des 

obligation

︶、
そ
の
他
何
ら
の
行
為
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
当
然
に
所
有
権
が
移
転
す
る
旨
を
規
定
す
る
。

　

元
来
、
債
権
契
約
と
は
、
債
権
債
務
関
係
の
発
生
を
そ
の
効
果
と
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
売
買
契

約
の
成
立
に
よ
り
売
主
に
は
物
の
所
有
権
を
移
転
す
る
債
務
が
課
さ
れ
、
そ
の
履
行
行
為
︵
引
渡
し
な
ど
︶
を
通
じ
て
買
主
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に
所
有
権
が
移
転
す
る
と
解
す
る
の
が
理
論
的
な
帰
結
と
言
え
る
だ
ろ
う
　13
。
そ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
五
八
二
条
は
、

﹁︵
売
買
の
︶
当
事
者
の
一
方
が
物
を
引
渡
す
義
務
を
負
い
、
他
方
が
こ
れ
に
代
金
を
支
払
う
義
務
を
負
う
﹂
旨
規
定
し
、
物

を
引
渡
す
履
行
行
為
を
要
す
る
よ
う
な
規
定
ぶ
り
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
七
一
一
条
は
、
履

行
行
為
が
な
く
と
も
所
有
権
を
移
転
す
る
債
務
の
効
果
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
を
規
定
し
　14
、
ま
た
フ
ラ
ン
ス
民
法

典
一
一
三
八
条
一
項
も
、
物
の
引
渡
債
務
︵obligation de livrer

︶
が
契
約
当
事
者
の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
完
成
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵est 

parfaite

︶
こ
と
　15
、
す
な
わ
ち
所
有
権
移
転
の
効
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
　16
。

　

ま
た
、
前
述
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
五
八
二
条
の
後
を
受
け
た
一
五
八
三
条
に
よ
れ
ば
、
売
買
目
的
物
が
引
き
渡
さ
れ
て
お

ら
ず
、
代
金
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
目
的
物
と
代
金
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
る
と
そ
の
時
に
売
買
は
完
全
な

も
の
と
な
り
︵est parfaite
︶、
売
主
と
の
関
係
で
買
主
は
直
ち
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
　17
。
つ
ま
り
、
民
法
典
に

よ
れ
ば
、
物
の
所
有
権
移
転
は
売
主
の
義
務
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
売
主
の
義
務
と
し
て
は
﹁
目
的
物
を
引
き
渡

す
︵délivrer

︶
義
務
　18
﹂
と
﹁
そ
れ
を
担
保
す
る
義
務
﹂
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︵
仏
民
法
典
一
六
〇
三
条
︶。

　

な
お
、
売
買
契
約
の
成
立
時
に
所
有
権
︵
危
険
も
︶
は
完
全
に

0

0

0

買
主
に
移
転
す
る
の
で
、
売
買
契
約
成
立
後
に
行
っ
た
売
主

の
あ
ら
ゆ
る
行
為
︵
第
三
者
へ
の
譲
渡
や
担
保
権
設
定
な
ど
︶
は
無
効
で
あ
り
︵
い
わ
ゆ
る
無
権
利
の
法
理
︶、
売
主
が
契
約

後
も
物
の
占
有
を
継
続
し
た
場
合
に
は
、
売
主
は
、
買
主
に
対
し
て
そ
の
利
用
の
対
価
︵
謝
礼
︶
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︵rém

unérer

︶
と
解
さ
れ
て
い
る
　19
。

　

以
上
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
物
権
変
動
準
則
で
あ
る
﹁
意
思
主
義
﹂︵
合
意
の
み
に
よ
る
移
転
の
原
則
︶
に
つ
い
て

ま
と
め
よ
う
。

　

意
思
主
義
と
は
、
所
有
権
の
移
転
を
は
じ
め
と
す
る
物
権
変
動
が
、
何
ら
の
形
式
も
要
せ
ず
、
契
約
の
効
果
︵
意
思
︶
に
よ

っ
て
即
時
に
観
念
的
に
発
生
し
、
物
の
引
渡
し
や
代
金
の
支
払
い
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
、
買
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主
へ
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
、
売
主
が
代
金
の
支
払
い
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
、
物
権
変
動
に
と
っ
て
何
の
重
要
性
も

な
い
。
か
か
る
規
範
は
、
所
有
権
を
移
転
す
る
契
約
類
型
す
べ
て
に
共
通
で
あ
る
　20
。

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
立
法
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
古
法
以
来
、
民
法
典
の
成
立
前
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
﹁
引
渡
主
義
﹂
を
前
提
と

し
た
諸
制
度
を
無
用
な
も
の
︵inutile

︶
と
判
断
し
、
民
法
典
に
お
い
て
、
契
約
の
成
立
と
物
権
変
動
を
完
全
に
一
致
さ
せ
た

の
で
あ
る
　21
。

イ　

意
思
主
義
の
拡
張

　

上
述
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
、
物
の
所
有
権
は
、
契
約
当
事
者
に
よ
る
契
約
意
思
の
合
致
の
時
に
、
そ
の
合
意
の
み
に
よ

っ
て
移
転
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
契
約
の
物
権
的
効
果
が
契
約
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
そ
の
当
然
の
帰
結

と
し
て
、
契
約
の
効
果
を
変
更
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
所
有
権
の
移
転
時
期
を
契
約
の
合
意
時
と
は
異
な
る
時
点
に
移
動
さ
せ

る
こ
と
も
契
約
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
自
由
に
行
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
原
則
と
し
て
、
契
約
の
効
果
発
生
時
・
契
約
成

立
時
と
所
有
権
の
移
転
時
期
が
一
致
す
る
と
解
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
契
約
の
効
果
発
生
時
と
所
有
権
の
移
転
時
期
が
分
離
す

る
と
い
う
例
外
的
な
結
果
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
と
り
わ
け
不
動
産
取
引
に
は
よ
く
あ
る
事
態
と
言
わ
れ
、
例
え
ば
、

最
後
の
割
賦
金
が
確
定
的
に
支
払
わ
れ
た
時
に
は
じ
め
て
買
主
は
所
有
権
を
取
得
す
る
旨
の
合
意
が
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

合
意
は
意
思
主
義
を
前
提
と
し
て
も
有
効
で
あ
る
︵
分
割
払
売
買
の
場
合
の
所
有
権
留
保
条
項
︶　22
。

　

契
約
成
立
時
に
物
権
変
動
が
生
ず
る
と
い
う
規
範
は
、
い
わ
ば
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
︵
推
定
規
範
︶
で
あ
り
、
こ
れ
と
異

な
る
時
点
を
物
権
変
動
時
と
す
る
合
意
が
あ
れ
ば
、
そ
の
合
意
が
優
先
し
、
こ
れ
に
従
っ
て
物
権
変
動
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
意
思
主
義
を
基
本
と
す
る
限
り
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

ウ　

意
思
主
義
の
弊
害

　

意
思
主
義
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
物
権
変
動
は
、
契
約
当
事
者
に
よ
る
契
約
意
思
の
合
致
の
時
に
、
そ
の
合
意
の
み
に
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よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
目
的
物
の
引
渡
し
や
登
記
の
移
転
と
は
関
係
な
く
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
売
買
契
約
を
例
に
と
れ
ば
、
売

買
契
約
が
成
立
す
る
と
、
物
の
所
有
権
は
売
主
か
ら
買
主
に
完
全
に
移
転
す
る
の
で
、
そ
の
時
点
で
売
主
は
完
全
に
無
権
利
者

と
な
る
。
た
と
え
売
主
が
契
約
後
も
物
を
占
有
し
続
け
た
り
、
登
記
名
義
を
保
有
し
続
け
た
と
し
て
も
、
売
主
は
無
権
利
者
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
売
主
が
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
、
善
意
の
第
三
者
が
売
主
と
売
買

契
約
を
締
結
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
三
者
は
所
有
権
を
取
得
で
き
ず
、
常
に
権
利
者
か
ら
の
追
奪
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
物
権
変
動
と
そ
の
公
示
が
乖
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
利
の
外
観
に
対
す
る
信
頼
や
取
引
の
安
全

が
大
い
に
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
　23
。
な
お
、
動
産
取
引
に
つ
い
て
は
、
即
時
取
得
制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
︵
仏
民
法

典
二
二
七
六
条
︶、
実
際
に
問
題
と
な
る
の
は
不
動
産
取
引
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
意
思
主
義
を
前
提
と
す
れ
ば
、
物
権
変
動
が
生
じ
る
た
め
に
は
、
当
事
者
間
に
有
効
に
契
約
︵
合
意
︶
が
成
立
し
て

い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
つ
ま
り
、
有
効
な
契
約

0

0

0

0

0

な
し
に
物
権
変
動
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
売
買
契
約
に
瑕

疵
が
あ
る
状
態
で
、
目
的
物
を
引
き
渡
し
た
り
、
登
記
を
移
転
し
た
と
し
て
も
、
買
主
は
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
問
題
を
解
消
す
る
方
法
と
し
て
は
、
契
約
と
物
権
取
得
形
式
と
を
分
離
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
権
の
取

得
形
式
が
有
効
に
行
わ
れ
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
物
権
変
動
は
有
効
に
生
じ
う
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
物

権
行
為
の
無
因
主
義
が
そ
の
例
で
あ
る
　24
。

⑷　

意
思
主
義
の
弊
害
の
回
避

　

意
思
主
義
を
採
用
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
上
記
の
二
つ
の
弊
害
は
、
契
約
を
書
面
化
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
、
契
約
締
結

過
程
に
当
事
者
以
外
の
第
三
者
、
と
く
に
法
律
専
門
職
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
当
な
程
度
ま
で
回
避
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。
法
律
の
知
識
に
乏
し
い
契
約
当
事
者
だ
け
で
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
契
約
上
の
不
備
、
契
約
法
あ
る
い
は
意
思
表
示

法
上
の
瑕
疵
を
、
法
律
専
門
職
を
契
約
締
結
過
程
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
を
書
面
化
す
る
過
程
で
露
見
さ
せ
、
瑕
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疵
を
事
前
に
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
公
示
手
続
き
に
際
し
て
は
、
公
正
証
書
の
形
式
で
契
約
証

書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通
常
、
公
証
人
の
関
与
が
予
定
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
間
接
的
に

公
示
強
制
を
受
け
、
結
果
的
に
公
示
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ア　

法
律
専
門
職
の
関
与

　

法
律
専
門
職
の
契
約
締
結
過
程
へ
の
関
与
に
つ
き
、
契
約
交
渉
段
階
で
は
必
ず
し
も
義
務
で
は
な
い
の
で
、
関
与
し
な
い
場

合
も
あ
り
う
る
が
、
実
際
に
は
多
く
の
場
合
で
関
与
す
る
よ
う
で
あ
る
　25
。
と
く
に
、
従
来
か
ら
、
不
動
産
売
買
契
約
の
交
渉

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
斡
旋
業
務
を
も
含
め
て
業
務
を
発
展
・
拡
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
動
き
が
公
証
人
の
側
に
あ
り
、

不
動
産
売
買
契
約
の
交
渉
開
始
か
ら
契
約
の
締
結
及
び
そ
の
公
示
に
至
る
ま
で
公
証
人
が
実
質
的
に
関
与
し
た
契
約
の
割
合
は

非
常
に
大
き
い
と
言
わ
れ
る
。
不
動
産
売
買
契
約
の
大
部
分
は
公
証
人
の
手
を
経
て
締
結
さ
れ
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
現
状
で
あ

る
　26
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
不
動
産
売
買
に
お
け
る
公
証
人
の
関
与
に
つ
い
て
概
観
し
よ
う
　27
。

　

不
動
産
の
売
買
契
約
で
あ
っ
て
も
、
諾
成
契
約
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
原
則
で
あ
る
た
め
、
公
署
証
書
が
作
成
さ
れ
て
も
、

そ
れ
は
契
約
が
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
ほ
ど
の
意
味
し
か
な
く
、
反
対
に
、
公
証
人
が
関
与
し
な
い
、
つ
ま
り
公
証
人
証

書
が
作
成
さ
れ
な
い
売
買
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
実
体
法
上
有
効
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
然
に
所
有
権
は

移
転
す
る
。
た
だ
し
、
公
示
手
続
き
と
の
関
係
で
公
正
証
書
の
形
式
で
の
証
書
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
　28
、
不
動

産
の
売
買
契
約
は
、
事
実
上
、
要
式
契
約
と
な
っ
て
い
る
　29 
　30
。

　

契
約
交
渉
に
関
与
す
る
公
証
人
は
、
契
約
当
事
者
と
の
関
係
で
公
平
・
中
立
な
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、
助
言
義
務
を
尽
く
す

こ
と
に
よ
り
、
紛
争
を
予
防
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
助
言
義
務
は
、
公
証
人
の
と
こ
ろ
に
来
る
前
に
既
に
交
渉
さ
れ
、
合

意
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
ま
で
射
程
が
及
ぶ
と
解
さ
れ
て
い
る
　31
。
公
証
人
が
売
買
契
約
の
有
効
な
成
立
を
調
査
確
認
す
る
た

め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
一
〇
八
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
当
事
者
＝
人
と
目
的
物
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
　32
。
当
事
者
が
公
証
人
の
面
前
で
合
意
内
容
を
陳
述
す
る
際
に
、
契
約
の
有
効
性
、
実
効
性
に
関
す
る
助
言

義
務
が
尽
く
さ
れ
　33
、
公
証
人
が
こ
の
陳
述
を
聴
取
し
、
書
面
に
記
載
す
る
こ
と
で
公
証
人
証
書
の
作
成
が
完
了
す
る
　34
。

　

代
金
の
支
払
い
は
、
買
主
か
ら
代
金
の
預
託
を
受
け
た
公
証
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
契
約
証
書
が
公
示
さ
れ
た
時
に
そ

の
公
示
に
優
先
す
る
抵
当
権
の
登
記
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
ま
で
、
代
金
は
売
主
に
支
払
わ
れ
な
い
　35
。
な
お
、
公
証
人
に

は
、
自
己
が
作
成
し
た
書
面
を
公
示
す
る
義
務
　36
が
あ
る
た
め
、
公
示
申
請
の
際
に
公
証
人
が
登
録
税
を
支
払
う
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
代
金
が
公
証
人
に
予
納
さ
れ
る
と
き
に
、
登
録
税
の
ほ
か
契
約
費
用
、
立
替
金
、
報
酬
等
を
含
め
た
金
額
が
支
払
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
　37
。

イ　

書
面
の
作
成

　

前
述
の
よ
う
に
、
書
面
の
作
成
は
、
契
約
の
実
体
法
上
の
要
件
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
意
思
主
義
で
あ
る
　38
。

　

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
普
通
法
以
来
の
伝
統
と
し
て
、
法
定
証
拠
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
の
場
で
は
一

定
の
場
合
に
書
証
な
ど
の
方
式
が
要
求
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
一
三
四
一
条
は
、﹁
デ
ク
レ
　39
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
金

額
又
は
価
値
を
超
え
る
物
に
つ
い
て
は
、
公
証
人
証
書
又
は
私
署
証
書
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⋮
。﹂
と
定
め
る
。
不
動

産
は
通
常
こ
の
金
額
を
超
え
る
の
で
、
原
則
と
し
て
書
証
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
証
拠
法
の
レ
ベ
ル
で
書
面
の
作
成
が

義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
公
署
証
書
に
は
公
権
力
の
委
託
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠

に
、
完
全
な
証
明
力
が
付
与
さ
れ
︵
仏
民
法
典
一
三
一
九
条
︶、
常
に
人
証
に
優
先
す
る
。
不
動
産
取
引
が
、
実
質
的
に
要
式

行
為
と
な
っ
た
証
左
で
あ
る
。

⑸　

物
権
変
動
と
公
示
の
関
係

ア　

不
動
産
物
権
変
動
　40

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
い
て
は
、
意
思
主
義
ゆ
え
に
不
動
産
物
権
変
動
準
則
に
公
示
︵
登
記
︶　41
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
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民
法
典
起
草
当
時
は
、
抵
当
権
の
登
記
と
不
動
産
贈
与
の
謄
記
し
か
存
在
せ
ず
、
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
効
力
要
件
で

は
な
く
　42
、
現
在
で
も
第
三
者
対
抗
要
件
に
す
ぎ
な
い
　43
。
し
た
が
っ
て
、
二
重
譲
渡
の
処
理
方
法
と
し
て
は
、
わ
が
国
に
お

け
る
場
合
と
同
様
に
、
先
に
登
記
を
し
た
者
が
優
先
す
る
。
し
か
し
、
第
一
買
主
と
第
二
買
主
が
と
も
に
公
示
を
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
両
す
く
み
状
態
に
な
る
の
で
は
な
く
、
第
一
買
主
が
優
先
す
る
と
解
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

意
思
主
義
に
よ
り
第
一
買
主
は
公
示
が
な
く
て
も
完
全
な
所
有
者
に
な
り
、
第
二
買
主
は
無
権
利
の
売
主
か
ら
買
い
受
け
た
た

め
に
無
権
利
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
　44
。
ま
さ
に
意
思
主
義
を
貫
徹
し
た
帰
結
と
言
え
よ
う
。

　

公
示
は
、
物
権
変
動
に
関
す
る
契
約
証
書
︵
権
原
証
書
︶
又
は
判
決
そ
の
他
の
書
面
を
、
年
代
順
に
編
綴
し
た
も
の
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
。﹁
謄
記
﹂
た
る
所
以
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
の
対
抗
で
は
な
く
、
契
約
の
対
抗
と
評
さ
れ
る
　45
。
公

示
さ
れ
る
権
原
証
書
に
つ
き
公
署
証
書
の
形
式
が
要
求
さ
れ
る
た
め
、
登
記
の
真
実
性
は
ほ
ぼ
完
全
に
保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
　46
、

真
実
の
権
利
関
係
に
合
致
し
な
い
登
記
や
登
記
申
請
意
思
の
な
い
登
記
が
出
現
す
る
可
能
性
を
最
小
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
　47
。

　

登
記
官
た
る
抵
当
権
保
存
吏
は
、
人
ご
と
及
び
物
ご
と
に
フ
ァ
イ
ル
︵fichier

︶
を
作
成
す
る
が
︵
人
的
・
物
的
編
成
︶、

財
務
省
下
の
特
殊
な
行
政
官
で
あ
る
が
ゆ
え
に
証
書
の
形
式
的
適
法
性
の
み
を
審
査
し
、
そ
の
実
体
法
上
の
有
効
性
等
に
ま
で

立
ち
入
っ
た
裁
判
官
的
な
審
査
を
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。

　

登
記
連
続
性
の
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
譲
受
人
は
公
示
が
な
け
れ
ば
転
売
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
事
実
上
、
登

記
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
権
利
移
転
の
過
程
を
完
全
に
公
示
に
反
映
さ
せ
、
調
査
資
料
と
し
て
の
機
能
を
充
実

せ
し
め
う
る
。

　

な
お
、
ア
ル
ザ
ス
＝
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
法
に
お
い
て
は
、
一
九
二
四
年
以
来
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
予
定
す
る
も
の
と
は
異
な
っ

た
、
ド
イ
ツ
法
的
色
彩
の
強
い
登
記
制
度
が
行
わ
れ
て
い
る
︵Livre foncière
︶。
興
味
深
い
研
究
対
象
で
あ
る
。
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イ　

動
産
物
権
変
動

　

基
本
構
造
は
、
不
動
産
物
権
変
動
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
が
、
動
産
が
二
重
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
権
原
証
書
の
日
付
は

後
で
も
、
善
意
で
現
実
の
占
有
を
先
に
取
得
し
た
第
二
買
主
を
優
先
さ
せ
る
。
真
実
の
権
利
状
態
を
認
識
し
て
い
る
悪
意
者
は

法
の
保
護
に
値
し
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
保
護
要
件
と
し
て
現
実
の
占
有
︵possession réelle

︶
を
取
得
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
簡
易
の
引
渡
し
︵tradition 

de brève m
ain

︶
は
許
容
さ
れ
る
も
の
の
、
占
有
改
定
︵constitut possessoire

︶
は
、
現
実
の
引
渡
し
と
同
視
さ
れ
な
い
。
と

い
う
の
は
、
第
一
譲
渡
の
際
に
売
主
は
す
で
に
無
権
利
者
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
第
二
買
主
も
本
来
で
あ
れ
ば
権
利
を
取

得
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
即
時
取
得
︵
仏
民
法
典
二
二
七
六
条
︶
の
適
用
に
よ
っ
て
第
二
買
主
は
保
護
さ
れ
う
る
と
解
さ
れ

て
い
る
た
め
、
即
時
取
得
の
要
件
た
る
現
実
の
引
渡
し
と
善
意
と
い
う
二
要
件
を
充
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
　48
。

　

以
上
、
動
産
取
引
に
つ
き
理
論
的
に
は
二
重
譲
渡
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
不
動
産
の
二
重
譲
渡
を
処
理
す
る
論
理

と
は
全
く
異
な
る
。
即
時
取
得
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
。

⑸　

小
括

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
い
て
は
、
動
産
・
不
動
産
の
区
別
な
く
、
合
意
の
み
で
物
権
変
動
が
生
じ
る
と
す
る
意
思
主
義
が
物

権
変
動
準
則
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
不
動
産
取
引
に
お
け
る
公
示
や
動
産
取
引
に
お
け
る
引
渡
し
は
、
物
権
変
動
の
効
力

要
件
で
は
な
く
、
対
抗
要
件
で
あ
っ
た
り
、
即
時
取
得
の
要
件
で
あ
っ
た
り
し
た
。
公
示
の
な
い
物
権
変
動
が
必
然
的
に
発
生

し
て
し
ま
う
点
で
、
ド
イ
ツ
法
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　

と
り
わ
け
不
動
産
物
権
変
動
に
関
し
て
は
、
公
示
制
度
の
脆
弱
性
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
実
務
上

は
、
取
引
の
全
過
程
を
通
じ
て
、
社
会
的
信
用
の
高
い
法
律
専
門
職
た
る
公
証
人
の
関
与
の
も
と
で
、
契
約
締
結
と
契
約
上
の
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債
務
の
履
行
、
そ
し
て
登
記
申
請
が
一
体
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
当
事
者
間
の
利
害
調
整
ば
か
り
で
な
く
、
登
記
の
真
実
性

ま
で
も
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
る
。
法
律
専
門
職
の
関
与
及
び
公
正
証
書
の
作
成
と
そ
れ
を
登
記
手
続
き
に
直
結
さ
せ
て
い

る
点
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
物
権
変
動
準
則
と
結
果
に
お
い
て
顕
著
な
相
違
を
示
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
両

国
お
け
る
物
権
変
動
理
論
の
近
似
性
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
　49
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
意
思
主
義
・
対
抗
要
件
主
義
を
採
用
し
た
が
ゆ
え
に
、
理
論
上
、
二
重
譲
渡
の
問
題
が
浮
上
し
て

く
る
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
う
も
わ
が
国
に
お
け
る
ほ
ど
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も

二
重
譲
渡
の
よ
う
な
問
題
は
公
証
人
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
で
未
然
に
防
止
で
き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
フ
ラ

ン
ス
民
法
典
一
五
八
三
条
は
、﹁
売
買
は
、
⋮
当
事
者
間
で
︵entre les parties

︶
完
成
し
、
買
主
は
売
主
に
対
す
る
関
係
︵l

’

acheteur à l

’egard du vendeur
︶
で
法
律
上
当
然
に
所
有
権
を
取
得
す
る
﹂
と
規
定
す
る
よ
う
に
、
実
は
、
意
思
主
義
は
も
と

も
と
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
の
み
効
果
を
有
す
る
原
則
で
あ
り
、
対
第
三
者
と
の
関
係
に
お
い
て
は
意
思
主
義
を
前
提
に
考

え
る
必
要
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
意
思
主
義
は
担
っ
て
い
な
い
、
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
深
読
み
し
す
ぎ
で
な
い
こ
と

を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1　

篠
塚
昭
次
﹁
物
権
の
変
動
と
不
動
産
登
記
︱
そ
の
動
的
側
面
と
静
的
側
面
︱
﹂﹃
不
動
産
登
記
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
﹄︵
昭
六
二
年
・
法
務
省
法

務
総
合
研
究
所
︶
四
六
頁
は
、
意
思
主
義
は
ポ
チ
エ
の
学
説
で
あ
る
と
し
て
、
私
的
自
治
の
法
的
形
態
で
あ
り
、
公
権
力
と
く
に
課
税
権
か
ら
の
私

権
の
開
放
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
評
す
る
。

2　

H
 et L. M

A
ZEA

U
D, J. M

A
ZEA

U
D et F. C

H
A

B
A

S, Leçon de D
roit Civil, Tom

eⅡ
, 2

èm
e vol.,  B

iens, 8
e éd., 1994, no 1612. p. 346. 

は
、
民
法
典

の
完
成
が
、
ロ
ー
マ
法
に
由
来
し
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
ま
で
引
き
継
が
れ
て
き
た
﹁
引
渡
主
義
﹂
の
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
終
焉
を
も
た
ら
し
た
と
評

す
る
。
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3　

前
契
約
に
つ
い
て
の
業
績
と
し
て
、
横
山
美
夏
﹁
不
動
産
売
買
契
約
の
﹃
成
立
﹄
と
所
有
権
の
移
転︵
一
︶︵
二
・
完
︶
︱
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
売
買

の
双
務
予
約
を
手
が
か
り
と
し
て
︱
﹂
早
法
六
五
巻
二
号
一
頁
以
下
、
六
五
巻
三
号
八
五
頁
以
下
、
同
﹁
不
動
産
売
買
契
約
の
成
立
過
程
と
成
立
前

の
合
意
の
法
的
効
力
﹂
私
法
五
四
号
一
九
三
頁
。

4　

し
か
し
な
が
ら
、
前
契
約
な
る
用
語
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
そ
の
概
念
も
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
る
。P. M

A
LA

U
R

IE, L. A
Y

N
ÈS et 

P-Y. G
A

U
TIER, Les contrats spéciaux, D

efrénois, 2003, n
o 108, p. 79.

5　

目
的
物
、
代
金
、
日
付
な
ど
売
買
の
本
質
的
要
素
は
合
意
さ
れ
た
が
、
当
事
者
の
一
方
が
そ
の
決
定
を
留
保
し
た
場
合
に
、
買
う
か
買
わ
な
い
か
︵
売

る
か
売
ら
な
い
か
︶
の
選
択
を
熟
慮
す
る
期
間
を
欲
す
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。M

A
LA

U
R

IE-A
Y

N
ÈS-G

A
U

TIER, Les contrats spéciaux, n
o 108, 

p. 79. 

選
択
権
が
付
与
さ
れ
た
受
益
者
に
は
一
定
の
利
益
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
物
権
︵droit réel

︶
で
は
な
い
の
で
、
公
示
に
よ
る
保
護
︵
第
三
者

対
抗
力
︶
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
が
、
契
約
の
相
対
性
原
則
を
根
拠
に
悪
意
の
第
三
者
に
は
対
抗
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
意
の

第
三
者
は
予
約
者
の
債
務
不
履
行
の
共
犯
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。M

A
LA

U
R

IE-A
Y

N
ÈS-G

A
U

TIER, Les contrats spéciaux, n
o 113, p. 

83.

6　

売
買
契
約
の
各
当
事
者
が
売
る
・
買
う
の
意
思
を
決
定
し
た
が
、
法
律
上
の
規
定
や
当
事
者
が
﹁
本
質
的
で
あ
る
﹂
と
考
え
る
要
素
︵
た
と
え
ば
、

許
認
可
の
取
得
や
先
買
権
の
排
除
な
ど
︶
が
欠
け
て
い
る
た
め
に
、
売
買
の
終
局
的
な
成
立
が
留
保
さ
れ
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。M

A
LA

U
R

IE-
A

Y
N

ÈS-G
A

U
TIER, Les contrats spéciaux, n

o 108, p. 79.

7　

双
務
予
約
は
、
実
務
上
、com
prom

is

︵
仮
契
約
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
公
正
証
書
に
先
立
っ
て
締
結
さ
れ
る
契
約
を
社
会
事
象
と
し
て
と
ら
え

た
こ
と
ば
で
あ
り
、
法
律
用
語
で
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
横
山
・
前
掲
⑶
早
法
六
五
巻
二
号
六
頁
。

8　

M
A

LA
U

R
IE-A

Y
N

ÈS-G
A

U
TIER, Les contrats spéciaux, n

o 107, p. 79.

9　

M
A

LA
U

R
IE-A

Y
N

ÈS-G
A

U
TIER, Les contrats spéciaux, n

o 102, p. 73.

10　

Frédérique C
O

H
ET-C

O
R

D
EY, Les droits de l

’acquéreur d

’un bien im
m

obilier, L

’Harm
attan, 2003, p. 23.

は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
契
約

成
立
日
を
変
更
し
た
停
止
条
件
付
売
買
と
評
す
る
。

11　

契
約
当
事
者
は
、
契
約
交
渉
期
間
中
に
合
意
さ
れ
た
前
契
約
に
よ
っ
て
一
定
の
義
務
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
を
根
拠
に
契
約
責
任
を
追

及
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
合
意
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
交
渉
に
あ
る
当
事
者
に
は
誠
実
に
行
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

契
約
成
立
の
た
め
の
条
件
を
成
就
す
る
た
め
の
協
力
義
務
︵
為
す
債
務
︶
が
課
さ
れ
る
た
め
、
当
該
義
務
の
違
反
に
つ
き
、
損
害
賠
償
責
任
が
課
さ

れ
る
と
解
す
る
の
が
判
例
で
あ
る
。C

O
H

ET-C
O

R
D

EY, op. cit., p. 1 8 et s.

12　

民
法
典
第
三
編
は
﹁
所
有
権
を
取
得
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
﹂︵D

es différentes m
anières dont on acquiert la propriété

︶
と
の
見
出
し
の
も
と
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に
相
続
、
贈
与
に
続
き
、
同
編
第
三
章
以
下
で
各
種
の
契
約
又
は
合
意
に
関
す
る
諸
規
範
を
規
定
し
て
い
る
。

13　

金
山
直
樹
﹃
現
代
に
お
け
る
契
約
と
給
付
﹄︵
二
〇
一
三
年
・
有
斐
閣
︶
二
三
九
頁
は
、
仏
民
法
典
一
一
三
六
条
を
根
拠
に
﹁
与
え
る
給
付
﹂
と
﹁
引

渡
給
付
﹂
を
区
別
し
、
合
意
の
み
に
よ
っ
て
完
全
と
な
る
も
の
は
与
え
る
給
付
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
引
渡
給
付
で
あ
る
と
解
す
る
。

14　

契
約
の
成
立
に
よ
り
与
え
る
債
務
︵obligation de donner

︶
が
発
生
し
て
も
、
そ
の
発
生
と
同
時
に
履
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
債
務
は
当
然
に
消

滅
す
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。P. M

A
LA

U
R

IE et L. A
Y

N
ÈS, Les biens, n

o 129, p. 33.

15　

所
有
権
移
転
の
た
め
に
は
な
お
物
の
引
渡
し
を
要
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
合
意
が
履
行
行
為
に
代
わ
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の
点
を
金
山
・
前

掲
書
⒀
二
三
九
頁
は
、﹁
引
渡
主
義
の
残
滓
﹂
と
評
す
る
。

16　

仏
民
法
典
一
一
三
八
条
は
、
そ
の
二
項
一
文
に
お
い
て
、
目
的
物
の
引
渡
し
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
契
約
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
す

れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
︵
譲
受
人
︶
は
そ
の
所
有
者
に
な
る
こ
と
か
ら
︵
同
条
一
項
︶、
引
き
渡
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
か
ら
直
ち
に
危
険
が
移
転

す
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
意
思
主
義
は
、
所
有
者
危
険
負
担
の
原
則
の
理
論
的
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。

17　

た
だ
し
、
物
の
所
有
権
権
移
転
が
売
主
の
義
務
に
な
ら
ず
、
即
時
に
移
転
す
る
と
解
さ
れ
る
の
は
、
売
買
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
特
定
物
の
売
買
か

一
括
売
買
︵vente en bloc

︶
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

18　

仏
民
法
典
一
一
三
八
条
及
び
一
五
八
二
条
に
規
定
さ
れ
る
引
渡
義
務
︵obligation de livrer

︶
と
一
六
〇
三
条
に
規
定
さ
れ
る
引
渡
義
務
︵obligation 

de délivrer

︶
は
、
邦
語
訳
で
は
同
じ
で
も
、
ま
っ
た
く
性
質
の
異
な
る
義
務
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
思
主
義
の
適
用
に
よ
り

履
行
行
為
な
く
効
果
が
発
生
し
当
然
に
消
滅
す
る
の
は
前
者
で
あ
り
、
後
者
は
意
思
主
義
の
射
程
外
に
あ
る
別
異
の
引
渡
義
務
で
あ
る
点
に
留
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

19　

M
A

LA
U

R
IE-A

Y
N

ÈS-G
A

U
TIER, Les contrats spéciaux, n

o 251, p. 191.

20　

仏
民
法
典
一
一
三
八
条
参
照
。

21　

M
A

LA
U

R
IE-A

Y
N

ÈS-G
A

U
TIER, Les contrats spéciaux, n

o 252, p. 192. 

他
方
で
、
金
山
・
前
掲
書
⒀
二
三
九
頁
は
、
意
思
主
義
は
引
渡
主
義
の
発

展
の
一
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
単
な
る
否
定
で
な
い
と
評
す
る
。

22　

M
A

ZEA
U

D-C
H

A
B

A
S, Tom

eⅡ
, 2

èm
e vol., n

o 1618, p. 351. 

そ
の
ほ
か
に
、
種
類
物
の
売
買
や
将
来
物
の
売
買
の
場
合
も
、
合
意
時
と
は
異
な
る
時

点
で
目
的
物
の
所
有
権
が
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

23　

M
A

ZEA
U

D-C
H

A
B

A
S, Tom

eⅡ
, 2

èm
e vol., n

o 1619, p. 352. 

は
、
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
に
、
物
権
変
動
に
つ
き
引
渡
主
義
や
登
記
主
義
を
採
用
す
る
こ

と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
公
信
の
原
則
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
問
題
は
一
気
に
解
消
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

24　

即
時
取
得
の
規
定
は
︵
仏
民
法
典
二
二
七
六
条
︶、
本
条
が
契
約
の
瑕
疵
を
治
癒
す
る
機
能
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
機
能
し
な
い
。
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M
A

ZEA
U

D-C
H

A
B

A
S, Tom

eⅡ
, 2

èm
e vol., n

o 1619, p. 352.

25　

契
約
交
渉
段
階
に
お
い
て
関
与
す
る
資
格
者
と
し
て
は
、
一
九
七
〇
年
一
月
二
日
の
法
律
︵La loi H

ognet

︶
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
不
動
産
仲
介

業
者
︵agents im

m
obiliers

︶
と
こ
の
法
律
に
規
律
さ
れ
な
い
専
門
職
と
し
て
公
証
人
が
い
る
。C

O
H

ET-C
O

R
D

EY, op. cit., p. 1 4 et s.
26　

本
稿
に
お
い
て
は
、
不
動
産
取
引
に
関
与
す
る
法
律
専
門
職
と
し
て
公
証
人
に
焦
点
を
当
て
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
深
く
根
付
く
公
証
人
慣
行

と
法
制
上
の
裏
付
け
か
ら
、
不
動
産
取
引
に
限
ら
ず
、
生
活
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
公
証
人
が
関
与
す
る
余
地
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

27　

フ
ラ
ン
ス
公
証
人
制
度
に
関
す
る
主
要
な
邦
語
文
献
と
し
て
、
以
下
の
も
の
参
照
。
井
上
治
行
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
証
人
の
民
事
責
任
﹂
公

証
法
学
創
刊
号
一
三
〇
頁
、
江
藤
价
泰
﹁
比
較
法
か
ら
み
た
公
証
︵
人
︶
制
度
の
あ
り
方
︱
フ
ラ
ン
ス
公
証
人
制
度
の
一
端
︱
﹂
自
由
と
正
義
三
二

巻
一
四
号
一
三
頁
以
下
、
鎌
田
薫
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
動
産
取
引
と
公
証
人
の
役
割
︱﹁
フ
ラ
ン
ス
法
主
義
﹂
の
理
解
の
た
め
に
︱︵
一
︶︵
二
・
完
︶﹂

早
法
五
六
巻
一
号
三
一
頁
以
下
、
五
六
巻
二
号
一
頁
以
下
、
同
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
公
証
制
度
と
公
証
人
﹂
公
証
法
学
一
一
号
一
頁
以
下
、
松
川
正
毅
﹁
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
証
人
と
紛
争
予
防
﹂
公
証
法
学
三
三
巻
一
頁
以
下
、
横
山
美
夏
﹁
フ
ラ
ン
ス
の
公
証
人
制
度
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向
﹂
み
ん
け

ん
六
四
一
号
二
頁
以
下
。

28　

一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
土
地
公
示
の
改
革
に
関
す
る
デ
ク
レ
四
条
一
項
参
照
。

29　

acte authentique 

を
﹁
公
署
証
書
﹂
と
訳
し
、acte notarié 

を
﹁
公
正
証
書
﹂
と
訳
す
場
合
も
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
﹁
公
証
人
証
書
﹂
と
訳

し
た
。
仏
民
法
典
一
三
一
七
条
に
よ
れ
ば
、
公
署
証
書
と
は
、﹁
そ
の
証
書
が
作
成
さ
れ
た
地
に
お
い
て
文
書
を
作
成
す
る
権
限
を
有
す
る
公
の
吏
員

に
よ
っ
て
、
か
つ
、
必
要
と
さ
れ
る
厳
格
な
方
式
を
も
っ
て
受
理
さ
れ
た
も
の
﹂
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
公
証
人
証
書
の
ほ
か
、
判
決
や
知
事

あ
る
い
は
市
長
村
長
の
作
成
し
た
証
書
も
含
ま
れ
る
。

30　

公
証
人
証
書
の
作
成
を
要
件
と
す
る
代
表
的
な
要
式
行
為
と
し
て
、
生
前
贈
与
︵
仏
民
法
典
九
三
一
条
︶、
公
正
証
書
遺
言
︵
九
七
一
条
︶、
遺
言

の
撤
回
︵
一
〇
三
五
条
︶、
夫
婦
財
産
契
約
︵
一
三
九
四
条
一
項
︶、
抵
当
権
の
設
定
︵
二
四
一
六
条
︶
な
ど
が
あ
る
。

31　

C
O

H
ET-C

O
R

D
EY, op. cit., p. 60.

32　

人
に
関
し
て
は
権
利
能
力
・
行
為
能
力
の
有
無
、
代
理
権
な
ど
の
権
限
の
有
無
、
目
的
物
と
く
に
不
動
産
に
関
し
て
は
台
帳
及
び
土
地
公
示
の
調

査
か
ら
抵
当
権
の
有
無
、
共
有
持
分
、
先
買
権
の
有
無
、
公
法
上
の
許
認
可
や
利
用
制
限
の
有
無
な
ど
が
調
べ
上
げ
ら
れ
、
公
証
人
証
書
が
作
成
さ

れ
る
ま
で
に
早
く
て
も
数
か
月
を
要
す
る
よ
う
で
あ
る
。C

O
H

ET-C
O

R
D

EY, op. cit., p. 6 0 et s.

33　

不
動
産
が
期
待
し
て
い
た
性
質
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
、
免
責
特
約
等
に
よ
り
売
主
に
責
任
追
及
が
で
き
な
く
て
も
、
関
与
し

た
公
証
人
に
対
し
て
責
任
追
及
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。C

O
H

ET-C
O

R
D

EY, op. cit., p. 18.

34　

結
果
的
に
契
約
の
適
法
性
、
有
効
性
が
担
保
さ
れ
、
買
主
保
護
に
資
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。C

O
H

ET-C
O

R
D

EY, op. cit., p. 17.
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35　

C
O

H
ET-C

O
R

D
EY, op. cit., p. 72. 

公
証
人
は
売
買
の
有
効
性
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
二
か
月
間
、
新
た
な
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
な
い
か
ど
う

か
、
公
示
の
状
態
を
観
察
す
る
。

36　

一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
デ
ク
レ
三
二
条
一
項
参
照
。

37　

C
O

H
ET-C

O
R

D
EY, op. cit., p. 72.

38　

実
定
法
と
証
拠
の
関
係
に
つ
き
、
吉
井
啓
子
﹁
証
拠
編
と
は
何
か
﹂
法
時
七
〇
巻
九
号
四
五
頁
、
今
村
与
一
﹁
意
思
主
義
と
書
証
主
義
﹂
日
仏
法

学
二
三
号
一
四
二
頁
参
照
。

39　

一
九
八
〇
年
七
月
一
五
日
の
デ
ク
レ
一
条
は
、
一
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
と
定
め
る
。

40　

鎌
田
薫
﹁
不
動
産
物
権
変
動
の
理
論
と
登
記
手
続
き
の
実
務
︱
日
本
的
﹃
フ
ラ
ン
ス
法
主
義
﹄
の
特
質
︱
﹂
不
動
産
登
記
を
め
ぐ
る
今
日
的
課
題
︵
昭

六
二
年
・
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
︶
六
二
頁
は
、﹁
フ
ラ
ン
ス
法
主
義
﹂
物
権
変
動
論
の
特
色
と
し
て
、
意
思
主
義
、
物
権
行
為
独
自
性
否
定
、
対

抗
要
件
主
義
を
挙
げ
る
。

41　

一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
土
地
公
示
の
改
革
に
関
す
る
デ
ク
レ
が
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
登
記
法
に
あ
た
る
が
、
一
九
五
五
年
の
デ
ク
レ
以
前
は
公

示
手
続
の
方
法
の
違
い
を
反
映
し
、
抵
当
権
・
先
取
特
権
の
公
示
を
﹁
登
記
﹂︵inscription

︶、
一
八
五
五
年
三
月
二
三
日
の
法
律
に
よ
っ
て
導
入
さ

れ
た
、
所
有
権
な
ど
抵
当
権
・
先
取
特
権
以
外
の
権
利
の
公
示
を
﹁
謄
記
﹂︵transcription

︶
と
称
し
、
両
者
を
区
別
し
て
い
た
が
、
一
九
五
五
年
の

デ
ク
レ
以
降
、
謄
記
の
語
は
廃
さ
れ
、
現
在
で
は
土
地
公
示
︵publicité foncière

︶
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
登
記
法
の
変

遷
に
関
し
て
、
星
野
英
一
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
動
産
物
権
公
示
制
度
の
沿
革
の
外
観
﹂
星
野
﹃
民
法
論
集
第
二
巻
﹄︵
昭
四
五
年
・
有
斐
閣
︶
一

頁
、
同
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
九
五
五
年
以
降
の
不
動
産
物
権
公
示
制
度
の
改
正
﹂
星
野
﹃
民
法
論
集
第
二
巻
﹄︵
昭
四
五
年
・
有
斐
閣
︶
一
〇
七
頁
、

滝
沢
聿
代
﹃
物
権
変
動
の
理
論
﹄︵
昭
六
二
年
・
有
斐
閣
︶
七
一
頁
以
下
参
照
。

42　

ド
イ
ツ
登
記
法
と
の
比
較
に
つ
き
、L. A

Y
N

ÈS et P. C
R

O
C

Q, Les sûretés, La publicité foncière, D
efrénois, 2003, n

o 634. p. 246 et s.

43　

一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
デ
ク
レ
三
〇
条
一
第
一
項
。M

A
ZEA

U
D-C

H
A

B
A

S, Tom
eⅡ

, 2
èm

e vol., n
o 1625.p.357. 

は
、
第
二
買
主
は
公
示
さ
れ
て

い
な
い
所
有
権
移
転
を
無
視
す
る
権
利
を
有
す
る
と
評
す
る
。

44　

共
同
申
請
主
義
が
採
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
第
二
買
主
の
出
現
は
実
務
上
ほ
と
ん
ど
生
じ
な
い
よ
う
で
あ
る
。H

 et L. M
A

ZEA
U

D, J. M
A

ZEA
U

D 
et F. C

H
A

B
A

S, Leçon de D
roit Civil, Tom

eⅢ
, 1

er vol., Les sûretés, La publicité foncière, 6
e éd., 1988, n

o 707, p. 637. 

な
お
、
わ
が
国
に
お
け
る

よ
う
な
﹁
二
重
譲
渡
の
法
的
構
成
論
﹂
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　

た
と
え
ば
、
い
ず
れ
も
が
公
示
を
し
た
場
合
︵
二
重
登
記
︶
に
は
、
公
示
の
早
い
方
、
同
日
申
請
の
場
合
に
は
、
権
原
証
書
の
日
付
︵
仏
民
法
典

一
三
二
八
条
の
確
定
日
付
︶
の
古
い
方
が
優
先
す
る
︵
一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
デ
ク
レ
三
一
︲
一
条
参
照
︶。
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45　

横
山
美
夏
﹁
競
合
す
る
契
約
相
互
の
優
先
関
係
﹂
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
四
二
巻
四
号
九
一
四
頁
、
四
三
巻
四
号
六
〇
七
頁
、
四
五
巻
三=

四
号

四
六
四
頁
、
四
七
巻
一
号
四
一
頁
、
四
九
巻
四
号
八
一
五
頁
参
照
。

46　

そ
れ
ゆ
え
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
一
四
日
の
﹃
一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
デ
ク
レ
の
適
用
の
た
め
の
デ
ク
レ
﹄
六
七
条
の
三
第
一
項
に
よ
れ
ば
、

共
同
申
請
主
義
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

47　

鎌
田
・
前
掲
（40）
七
〇
頁
。

48　

M
A

ZEA
U

D-C
H

A
B

A
S, Tom

eⅡ
, 2

èm
e vol., n

o 1623.p. 355.

49　

滝
沢
・
前
掲
書
（41）
一
三
六
頁
も
、
登
記
手
続
き
の
レ
ベ
ル
で
公
示
の
真
実
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
登
記
主
義
を
基
礎
と
し
た

公
示
制
度
に
近
い
機
能
を
果
た
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
。

︹
未　

完
︺


